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主任技術者等の職務

１ 主任技術者の役割

  給水装置工事を適正に施行するためには、給水装置工事についての十分な知識及び技能

を有する主任技術者が事業活動の本拠である事業所に配置され、調査、計画、施工、検査

の一連の業務からなる工事全体が管理されているとともに、主任技術者により工事従事者

に対する指導監督が十分行われる体制が整備されていることが必要である。 

＜解 説＞

(１)主任技術者は、調査段階から検査段階に至るそれぞれの段階に応じて、給水装置工事

を適正に施行するための技術の要としての役割を十分に果たさなければならない。 

(２)主任技術者は、構造・材質基準に適合し、かつ、施主が望む給水装置工事を完成させ

 るために、工事現場の状況、工事内容に応じて必要となる工種及びその技術的な難易度、 

  関係行政機関等との間の調整と手続きなどを熟知していなければならない。 

(３)主任技術者は、配管工など、給水装置工事に従事する従業員等に対して施行する給水

  装置工事に関する技術的な指導監督を十分に行うとともに、それらの関係者間のチーム 

ワークと相互信頼関係の要とならなければならない。

２ 主任技術者に求められる知識と技能

  主任技術者に求められる知識と技能は、現場の事前調査、施行計画の策定、施工段階の

工程管理、品質管理、工事の竣工検査などの各段階において必要となる技術的な知識、技

能はもとより、供給規程に基づき水道事業者が定めている工事着手に至るまでの手続きや、

工事後の竣工検査受検等の手続きを確実に実施するために必要な知識、技能など多岐にわ

たる。したがって、新技術、新材料に関する知識や、関係法令や条例等の制定、改廃につ

いての知識を不断に修得するための努力を行うことが求められる。 

＜解 説＞

給水装置工事は、工事の内容が人の健康や安全に直結した給水装置の設置又は変更の

工事であることから、給水装置工事の設計や施工が不良であれば、その給水装置によっ

て水の供給を受ける利用者のみならず、水道事業者の配水管への汚水の逆流の発生など

により公衆衛生上大きな被害を生じさせるおそれもあるので、十分な注意を要する工事

である。さらに、給水装置工事は、布設される給水管や弁類などが地中や壁中に隠れて

しまうので、施工の不良を発見することも、それが発見された場合の修繕も容易ではな

いという特殊性がある工事である。そのため、主任技術者は、常に、水道が市民の健康・

安全の確保に欠くことができないものであるという基本認識を忘れずに業務に携わるこ

とが必要であり、給水装置の構造・材質基準や給水装置工事技術などについての専門的
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な知識と経験を有していることが求められる。 

 また、給水装置工事は、現場ごとに施主から目標品質が定められる「受注生産」であ 

り、かつ、「現場施工」であること等の建設工事としての特殊性もあり、個々の現場の状

況や必要となる工種に応じた工事計画の立案や品質管理などを適切に行わなければなら

ない。 

 このようなことから、主任技術者には、調査段階から検査段階に至るまでのそれぞれ 

の段階に応じて、次のような職務を確実に実施できるよう、様々な専門的な知識及び技

能が求められる。 

１ 調査段階 

（１）事前調査

 給水装置工事の現場について十分な事前調査を行い、現場の状況に応じて適正な  

施行計画等を策定し、工事の難易度にあわせて熟練した配管工を配置・指導し、工

程管理・品質管理・安全管理などを確実に行わなければならない。 

 そのため、地形、地質はもとより既存の地下埋設物の状況等について事前調査を  

十分に行い、それによって得られた情報を給水装置工事の施行に確実に反映させな

ければならない。 

 また、必要となる官公署等の手続きを漏れなく確実に行うことができるように、 

関係の水道事業者の供給規程のほか、関係法令等を調査し、水道法に基づく給水装

置の構造・材質基準に定められた油類の浸透防止、酸・アルカリに対する防食、凍

結防止などの工事の必要性の有無を調べることも必要となる。 

（２）水道事業者等との調整

 水道事業者は、水道法第 14 条に基づき、給水条例等の供給規程を定めている。 

 供給規程には給水区域内の需要者が行う給水契約の申込みの手続きなどが定めら 

れている。 

 給水装置工事を施行しようとするときは、水道事業者との間で、供給規程及びそ  

れに基づいて定められている細則などにより、給水装置工事の施行の内容、計画等

について、あらかじめ打ち合わせることが必要である。

 また、道路下の配管工事については、工事の期間、時間帯、工事方法などについ

て、あらかじめ水道事業者や道路管理者などの承認や指示を受けることが必要であ

る。 

  ２ 計画段階 

（１）給水装置、機材の選定

 給水装置工事を適正に施行するためには、構造・材質基準に定められた性能基準

2



に適合した給水管や給水用具を使用することが必須である。 

      主任技術者は、給水装置の構造・材質基準を熟知し、基準に適合していることが 

確認できる給水管や給水用具の中から、現場の状況に合ったものを選択しなければ

ならない。 

      現場によっては、施主等から、工事に使用する給水管や給水用具を指示される場 

合があるが、それらが基準に適合しないものであれば、使用できない理由を明確に

して施主等と協議調整しなければならない。 

      水道事業者の施設である配水支管に給水管を接続する工事について水道事業者に 

よる使用機材・工法の指示がある場合は、それに従わなければならない。 

      また、水道事業者は、地震により被災した場合の応急復旧を迅速に行うことなど 

を目的として、供給規程等において道路下の部分の給水管や給水用具を指定してい

ることがあり、そのような場合には、指定された製品を用いなければならない。 

  （２）工事方法の決定 

      給水装置工事は、給水管や給水用具からの汚水の吸引や逆流、外部からの圧力に 

よる破壊、酸・アルカリによる侵食や電食、凍結などが生ずることがないように、

構造・材質基準に定められた給水システムに係る基準を必ず満足するように行わな

ければならない。 

      例えば弁類や継手、給水管の末端に設ける給水用具の中には、現場の条件 によ

っては使用に適さないものもあるので、それぞれの使用や性能、施工上の留意事項

を熟知したうえで給水装置工事に用いなければならない。 

  （３）必要な機械器具の手配 

      給水装置工事には、配水支管と給水管の接合、管の切断・接合、給水用具の給水 

管への取付けなどの様々な工種がある。 

      また、使用する材料にも金属製品や樹脂製品など様々なものがあり、さらに金属 

や樹脂も、その種類によって施工方法は一様ではない。 

      そのため、工種や使用材料に応じた適正な機械器具を判断し、施工計画の立案に 

反映し、現場の施工に用いることができるように手配等を行わなければならない。 

  （４）施工計画、施工図の作成 

      給水装置工事は、建築物の建築の工程と調整しつつ行うことになるため、事前調 

査の際に得られた情報などに基づき、給水装置工事を無駄や無理のない段取りによ

って施工しなければならない。また、工事の品質を確保するうえで必要な給水装置

工事の工程に制約が生じるようであれば、それを建築工程に反映するように協議調

整しなければならない。 
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      なお、給水装置工事を予定の期間内で迅速かつ確実に行うため、現場作業にかか 

る前にあらかじめ詳細な施工計画、施工図を作成しておき、工事従事者に周知徹底

しておくことなどの措置を講じなければならない。 

  ３ 施工段階 

  （１）工事従事者に対する技術上の指導監督 

      給水装置工事は、様々な単位工程の組み合わせであり、それらの単位工程の中に 

は難度の高い熟練した技術力を必要とするものも多い。 

      そのため、主任技術者は、施工する工種と現場の状況に応じて、工事品質を確保

するために必要な能力を有する配管工などの配置計画をたてるとともに、それぞれ

の工事従事者の役割分担と責任範囲を明確にしておき、品質目標に適合した工事が

行われるよう、随時工事従事者に対する適切な技術的指導を行わなければならない。 

      特に、配水支管と給水管の接続工事や道路下の配管工事において、適正な工事が 

行われなかった場合には、水道施設の損傷、汚水の流入による広範囲にわたる水質

汚染事故の発生、また、公道部分における漏水で道路の陥没などの事故を生じさせ

ることがあるので、十分な知識と熟練した技能を有する者に工事を行わせるか、又

はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させるようにしなければならな

い。 

  （２）工程管理、品質管理、安全管理 

      施工段階における工程管理、品質管理は主任技術者が職務として行う給水装置工 

事の技術上の管理のうち、根幹的なものである。 

      主任技術者は、調査段階、計画段階に得られた情報に基づき、また、計画段階で

関係者と調整して作成した施工計画に基づき、最適な工事工程を定めそれを管理し

なければならない。 

      給水装置工事の品質管理は、工事の施主に対して、あらかじめ契約書などで約束 

している給水装置を提供するために必要不可欠なものである。 

      主任技術者は、職務として、給水装置の構造及び材質が基準に適合していること 

の確認を行わなければならない。そのためには、竣工時の検査の実施のみならず、

自ら、又は信頼できる現場の工事従事者に指示することにより、工程ごとの工事品

質の確認を励行しなければならない。 

      工事の実施にあたっては、例えば、①配水支管の穿孔を慎重に行って破損しない

ようにすること、②給水管の管端から土砂が入らないようにすること、③樹脂管接

続か所の接水部分に接着剤が付着しないようにすること等、水の汚染や漏水が生じ

ることがないように工事の品質管理を行わなければならない。 
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      工事を施行する上で、安全管理も重要な職務である。安全管理は、工事従事者の 

安全の確保と、工事の施行に伴う公衆に対する安全の確保がある。後者のうち、特

に道路下の配管工事については、道路工事を伴うことから通行者の安全の確保及び

ガス管や電線、電話線などの保安について万全を期す必要がある。 

  （３）工事従事者の健康の管理 

      水道は、人の飲用に適する水を供給するものであり、水道事業者は、浄水施設に 

おける消毒や職員の健康診断の実施など、水の衛生の確保には十分に注意を払いつ

つ供給している。 

      給水装置は、水道事業者の配水支管に直結して設けられるものであり、給水装置 

を流れる水は配水支管の中の水と一体のものである。また、主配管から分岐して便

所に給水する部分の給水装置であっても、その中を流れる水は台所から供給される

水と一体のものである。 

      したがって、給水装置工事の施行にあたっては、どのような給水装置の工事であ

っても、水を汚染しないように十分注意しなければならない。 

      そのため、主任技術者は、工事従事者の健康状況にも注意し、病原体がし尿に排 

泄される赤痢等の保菌者が給水装置工事に従事することにより水が汚染されるとい

った事態が生じないように管理しなければならない。 

  ４ 検査段階 

  （１）工事の竣工検査 

      主任技術者は自ら、又はその責任の下に信頼できる現場の工事従事者に指示す 

ることにより、適正な竣工検査を確実に実施しなければならない。 

      竣工検査とは、新設、改造、撤去、修繕等の工事を行った給水装置が、構造・材

質基準に適合していることの確認など、施主に工事を引き渡すための最終的な工事

品質確認である。 

      給水装置工事事業は、施主の信頼を確保できてこそ業務を発展させられるもので

あり、適正な竣工検査の実施は、そのためにも重要な工程である。 

  （２）水道事業者が行う検査の際の立会い 

      水道事業者は、水道法に基づき、日の出後日没前に限り、その職員をして、当該 

水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させ

ることができる。 

      その際、水道事業者は、検査を行う給水装置について給水装置工事を施行した工 

事事業者に対し、その工事を施行した主任技術者を検査に立ち会わせることを求め

ることができる。 
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 ３ 基準適合品の使用等 
 

  主任技術者は、給水装置工事を施行したあとの給水装置が構造・材質基準に適合するよ

うに技術上の管理を行わなければならない。この職務を果たすためには、構造・材質基準

に適合した給水管や給水用具を用いなければならない。また、工事の種別や使用材料に適

した機械器具などを用いて給水装置工事を行わなければならない。 

 

＜解 説＞ 

  １ 平成９年３月の水道法施行令改正等により、水道法第 16 条に基づく給水装置の構造・

材質基準が明確化、性能基準化された。 

    この改正に伴い、給水装置に用いる給水管や給水用具の製造者は、自ら製造過程の品 

質管理や製品検査を適正に行い、構造・材質基準に適合する製品であることを自ら認証

（自己認証）することが基本となった。 

    したがって、主任技術者は、給水装置工事に使用する製品について、その製品の製造

者に対して構造・材質基準に適合していることが判断できる資料の提出を求めることな

どにより、基準に適合している製品を使用しなければならない。 

    なお、給水装置に用いる製品の構造・材質基準適合性を認証することを業務とする第 

三者認証機関によって、その認証済マークが表示されている製品もある。 

  ２ 主任技術者は、工事事業者が行う給水装置工事の技術の要であり、工事した給水装置

が構造・材質基準に適合するようにするために、工事の技術上の管理や基準適合性の確

認などの職務を誠実に行わなければならないことが水道法に定められている。 

    したがって、主任技術者は、給水装置の構造・材質基準を熟知し、工事に使用する給

水管や給水用具が基準に適合しているものであること、工事の実施方法が基準に適合し

た給水装置とするうえで適正なものであることの技術的な判断を行わなければならない。 

    その際、仮に施主が使用を希望する給水用具であっても基準に適合していないもので 

あれば、それを使用できないことについて施主に説明して理解を得なければならない。 

    基準適合性が不明である場合には、国土交通省及び環境省が所管する告示に定められ

ている試験方法による試験を行うことができる試験所や第三者認証機関などに製品試験

を依頼することなどにより、科学的な判断を行わなければならない。 

  ３ 給水装置工事には、配水支管と給水管の接合、管の切断・接合、給水用具の給水管へ

の取付けなどの様々な工種がある。また、使用する材料にも金属製品や樹脂製品など様々

なものがある。さらに金属や樹脂も、その種類によって施工方法は一様ではない。 

    したがって、主任技術者は、工種や使用材料に応じた適正な機械器具の種類を判断し、

施工計画に反映するとともに、現場の施工に用いることができるように手配等を行わな

ければならない。 
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 ４ 工事事業者による主任技術者の支援 
 

工事事業者は、主任技術者が職務を誠実に行うことができるように、その支援を行うと

ともに職務遂行上支障を生じさせないようにしなければならない。 

 

＜解 説＞ 

    給水装置工事を適正に施行し、水道法に基づく構造・材質基準に適合した給水装置を

施 主に提供するためには、工事事業者は給水装置工事の現場ごとに指名した主任技術

者がその職務を十分に遂行できるようにしなければならない。 

    例えば、主任技術者が資料に基づいて構造・材質基準に適合していないことを指摘し

ている給水用具について、工事事業者が経営上の観点からその使用を強制するというよ

うなことがあれば、主任技術者はその現場の給水装置を構造・材質基準に適合させるよ

うにすることが不可能になる。 

    同様に、給水装置工事に従事する職員や、使用する機械器具についても、工事事業者 

は主任技術者の職務が円滑に遂行できるように支援しなければならない。一方、主任技

術者は常に技術の研鑚に努めることなどによって、現場の実情等の技術的情報を工事事 

業者に十分伝える必要がある。 

 

 ５ 給水装置工事記録の保存 
 

  工事事業者は、事業運営の基準に従い、施行した給水装置工事に係る記録を整理し保存

しなければならない。主任技術者は、この記録を適正に整備する職務を果たすべき者であ

る。 

 

＜解 説＞ 

  １ 工事事業者は、施行した給水装置工事の施主の氏名又は名称、施工場所、施工年月日、 

その工事の技術上の管理を行った主任技術者の氏名、竣工図、使用した材料のリストと

数量、工程ごとの構造・材質基準への適合性確認の方法及びその結果、竣工検査の結果

についての記録を整備し、３年間保存しなければならない。 

    この記録については特に様式が定められているものではない。したがって、水道事業

者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残すべき事項が記

載されていれば、その写しを記録として保存することもできる。また、電子記録を活用

することもできるので、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存すれば

よい。 

    この記録の作成は、施行した給水装置工事について指名された主任技術者に行わせる 

ことになるが、主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい。 
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    主任技術者は、上記の事項以外に、個別の給水装置工事ごとに、その調査段階で得ら 

れた技術的情報、施工計画の作成にあたって特に留意した点、配管上特に工夫したこと、

工事を実施した配管工の氏名、工程ごとの構造・材質基準への適合に関して講じた確認・

改善作業の概要などを記録に留めておくことが望ましい。そのような日常的な努力が技

術力の向上につながることとなる。 

  ２ 主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な疑問点などについては、 

それが構造・材質基準に適合させるために解決することが必要な事項ではないとしても

できるだけ早く確認したうえで、工事の技術力の向上に活用していくことが望ましい。 

 

 

水道法抜粋 
 

（給水装置工事主任技術者） 

第二十五条の四   

３ 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。  

一 給水装置工事に関する技術上の管理  

二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督  

三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定 

める基準に適合していることの確認  

四 その他国土交通省令で定める職務  

４ 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導 

に従わなければならない。 

 

 

 

水道法施行規則抜粋 
 

（給水装置工事主任技術者の職務）  

第二十三条  法第二十五条の四第三項第四号 の国土交通省令で定める給水装置工事主 

任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該 

水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。  

一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の 

位置の確認に関する連絡調整  

二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関 

する連絡調整  

三 給水装置工事（第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。）を完了した旨の 

連絡 
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給水装置の構造及び材質 

  

水道法抜粋 
 

（給水装置の構造及び材質） 

第 16 条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質

が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者

の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者

に対する給水を停止することができる。 

 

 

水道法施行令抜粋 
 
（給水装置の構造及び材質の基準）  

第６条  法第 16 条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。  

（１）配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30 センチメートル以上離れて

いること。  

（２）配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、

著しく過大でないこと。  

（３）配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。  

（４）水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れ

るおそれがないものであること。  

（５）凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。  

（６）当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。  

（７）水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に

あっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。  

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令（浄水

の水質を保持するために必要な技術的細目にあつては、国土交通省令・環境省令）で定め

る。 

３ 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大

臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなけれ

ばならない。 

４  環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があ

ると認めるときは、国土交通大臣に対し、第二項の国土交通省令を制定し、又は改廃する

ことを求めることができる。 
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給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

制  定 平成９年３月 19 日   厚 生 省  令  第14号 
最終改正 令和６年３月 29 日 厚生労働省令  第 65 号 

水道法施行令（昭和 32 年政令第 336 号）第４条第２項の規定に基づき、給水装置の構造及

び材質の基準に関する省令を次のように定める。 

（耐圧に関する基準）  

第 1 条  給水装置（最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条

において同じ。）は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。  

一  給水装置（次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水

用具並びに第三号に規定する熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路を除く。）

は、国土交通大臣が定める耐圧に関する試験（以下「耐圧性能試験」という。）により

1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生

じないこと。  

二  加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具（次に掲げる要件を満

たす給水用具に設置されているものに限る。）は、耐圧性能試験により当該加圧装置の最

大吐出圧力の静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこ

と。 

イ 当該加圧装置を内蔵するものであること。 

ロ 減圧弁が設置されているものであること。 

ハ ロの減圧弁の下流側に当該加圧装置が設置されているものであること。 

ニ 当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具についてロの減圧弁を通さない水と

の接続がない構造のものであること。 

三  熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路（次に掲げる要件を満たすものに限

る。）については、接合箇所（溶接によるものを除く。）を有せず、耐圧性能試験により

1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生

じないこと。 

イ 当該熱交換器が給湯及び浴槽内の水等の加熱に兼用する構造のものであること。 

ロ 当該熱交換器の構造として給湯用の水路と浴槽内の水等の加熱用の水路が接触するも

のであること。 

四  パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、第一号に

掲げる性能を有するとともに、耐圧性能試験により 20 キロパスカルの静水圧を 1 分間加

えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。  

２  給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質に
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応じた適切な接合が行われているものでなければならない。  

３  家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の

修理を容易に行うことができるようにしなければならない。  

（浸出等に関する基準）  

第２条  飲用に供する水を供給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に

関する試験（以下「浸出性能試験」という。）により供試品（浸出性能試験に供される器具、

その部品、又はその材料（金属以外のものに限る。）をいう。）について浸出させたとき、そ

の浸出液は、別表第 1 の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されて

いる給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては

同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。  

２  給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であって

はならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りで

ない。  

３  給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取

り扱う施設に近接して設置されていてはならない。  

４  鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置

は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措

置が講じられているものでなければならない。  

（水撃限界に関する基準）  

第 3 条  水栓その他水撃作用（止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変

動作用をいう。）を生じるおそれのある給水用具は、国土交通大臣が定める水撃限界に関す

る試験により当該給水用具内の流速を２メートル毎秒又は当該給水用具内の動水圧を 0.15

メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止（閉止する動作が自動的に行

われる給水用具にあっては、自動閉止）をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が

1.5 メガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。ただし、当該給水用具

の上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水

撃防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。  

（防食に関する基準）  

第 4 条  酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、

酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適切

な侵食の防止のための措置が講じられているものでなければならない。  

２  漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製

の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられて
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いるものでなければならない。  

（逆流防止に関する基準）  

第 5 条  水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれか

に該当しなければならない。  

一  次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止すること

ができる適切な位置（ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方 150 ミリメ

ートル以上の位置）に設置されていること。 

イ 減圧式逆流防止器は、国土交通大臣が定める逆流防止に関する試験（以下「逆流防止

性能試験」という。）により３キロパスカル及び 1.5 メガパスカルの静水圧を 1 分間加

えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、国土交通大臣が定め

る負圧破壊に関する試験（以下「負圧破壊性能試験」という。）により流入側からマイ

ナス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水

位の上昇が３ミリメートルを超えないこと。 

ロ 逆止弁（減圧式逆流防止器を除く。）及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具（ハ

において「逆流防止給水用具」という。）は、逆流防止性能試験により３キロパスカル

及び 1.5 メガパスカルの静水圧を１分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常

を生じないこと。 

ハ 逆流防止給水用具のうち次の表の第１欄に掲げるものに対するロの規定の適用につい

ては、同欄に掲げる逆流防止給水用具の区分に応じ、同表の第２欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の第３欄に掲げる字句とする。 
逆流防止給水用具の区分 読み替えられる字句 読み替える字句 

（1）減圧弁 1.5メガパスカル 当該減圧弁の設定圧力 
（2）当該逆流防止装置の流出側に

止水機構が設けられておらず、か

つ、大気に開口されている逆流防

止給水用具（（3）及び（4）に規定

するものを除く。） 

３キロパスカル及び1.5メ

ガパスカル 
３キロパスカル 

（3）浴槽に直結し、かつ、自動給

湯する給湯機及び給湯付きふろが

ま（（4）に規定するものを除く。） 

1.5メガパスカル 50キロパスカル 

（4）浴槽に直結し、かつ、自動給

湯する給湯機及び給湯付きふろが

まであって逆流防止装置の流出側

に循環ポンプを有するもの 

1.5メガパスカル 当該循環ポンプの最大吐出

圧力又は50キロパスカルの

いずれかの高い圧力 

 

ニ バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス 54 キロパスカ

ルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が 75 ミ
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リメートルを超えないこと。 

ホ 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナ

ス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、当該給水用具に接続した透明管内の水位の上

昇が、バキュームブレーカを内部に備えた給水用具にあっては逆流防止機能が働く位置

から水受け部の水面までの垂直距離の２分の１、バキュームブレーカ以外の負圧破壊装

置を内部に備えた給水用具にあっては吸気口に接続している管と流入管の接続部分の最

下端又は吸気口の最下端のうちいずれか低い点から水面までの垂直距離の２分の１を超

えないこと。 

ヘ 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離

されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験により

流入側からマイナス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まな

いこと。 

二  吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 呼び径が 25 ミリメートル以下のものにあっては、別表第 2 の上欄に掲げる呼び径の

区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表下欄に

掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。 

ロ 呼び径が 25 ミリメートルを超えるものにあっては、別表第 3 の上欄に掲げる区分に

応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されているこ

と。 

2  事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第二号に

規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分

離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければなら

ない。  

（耐寒に関する基準）  

第 6 条  屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されて

いる給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（給水用具の内部に備え付

けられているものを除く。以下「弁類」という。）にあっては、国土交通大臣が定める耐久

に関する試験（以下「耐久性能試験」という。）により 10 万回の開閉操作を繰り返し、かつ、

国土交通大臣が定める耐寒に関する試験（以下「耐寒性能試験」という。）により零下 20 度

プラスマイナス２度の温度で１時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装置にあって

は、耐寒性能試験により零下 20 度プラスマイナス２度の温度で１時間保持した後通水した

とき、当該給水装置に係る第 1 条第 1 項に規定する性能、第３条に規定する性能及び前条第

１項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で被覆するこ
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と等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでな

い。  

（耐久に関する基準）  

第 7 条  弁類（前条本文に規定するものを除く。）は、耐久性能試験により 10 万回の開閉操

作を繰り返した後、当該給水装置に係る第１条第１項に規定する性能、第３条に規定する性

能及び第５条第１項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。  

附 則  

この省令は、平成 9 年 10 月 1 日から施行する。  

附 則 （平成 12 年 10 月 20 日厚生省令第 127 号） 抄  

（施行期日） 

１ この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 88 号）の施行の日（平成 13 年

1 月 6 日）から施行する。  

附 則 （平成 14 年 10 月 29 日厚生労働省令第 138 号）  

１ この省令は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。  

２ この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建

築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給水装置

の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、

その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。  

附 則 （平成 16 年 1 月 26 日厚生労働省令第 6 号）  

（施行期日） 

第 1 条  この省令は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。  

（経過措置） 

第 2 条  平成 17 年 3 月 31 日までの間、この省令による改正後の別表第一有機物（全有機炭素

（ＴＯＣ）の量）の項中「有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）」とあるのは「有機物等（過

マンガン酸カリウム消費量）」と、同項の中欄中「0.5ｍｇ／L」とあるのは「1.0ｍｇ／L」と、

同項の下欄中「5ｍｇ／L」とあるのは「10ｍｇ／L」とする。  

第 3 条  パッキンを除く主要部品の材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している

水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準については、当分の

間、この省令による改正後の別表第一フェノール類の項中「0.0005ｍｇ／L」とあるのは

「0.005ｍｇ／L」とする。  

第 4 条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は

現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給
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水装置の構造及び材質の基準に関する省令第 2 条第 1 項に規定する基準に適合しないものにつ

いては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。  

附 則 （平成 21 年 3 月 6 日厚生労働省令第 27 号）  

（施行期日） 

第 1 条  この省令は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  

（経過措置） 

第 2 条  この省令の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建

築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給水装置

の構造及び材質の基準に関する省令第 2 条第 1 項に規定する基準に適合しないものについては、

その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。  

附 則 （平成 22 年 2 月 17 日厚生労働省令第 18 号） 抄  

（施行期日） 

第 1 条  この省令は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。  

（経過措置） 

第 2 条  平成 24 年 3 月 31 日までの間、第 2 条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質

の基準に関する省令（次条において「新給水装置省令」という。）別表第一カドミウム及びそ

の化合物の項の適用については、同項中欄中「0.0003ｍｇ／L」とあるのは、「0.001ｍｇ／

L」とする。  

附 則 （平成 23 年 1 月 28 日厚生労働省令第 11 号） 抄  

（施行期日） 

第 1 条  この省令は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。  

（経過措置） 

第 2 条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は

現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第 2 条の規定による改正後

の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第 2 条第 1 項に規定する基準に適合しないもの

については、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。  

附 則 （平成 24 年 9 月 6 日厚生労働省令第 123 号）  

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第 5 条第 1 項第二号イ及び別表第二の改正規

定は、平成 25 年 10 月 1 日から施行する。  

附 則 （平成 26 年 2 月 28 日厚生労働省令第 15 号） 抄 

（施行期日） 

第 1 条  この省令は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。  

15



（経過措置） 

第 2 条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は

現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第 3 条の規定による改正後

の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第 2 条第 1 項に規定する基準に適合しないもの

については、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。 

附 則 （令和２年３月 25 日厚生労働省令第 38 号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この省令は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 令和３年３月 31 日までの間、第２条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の

基準に関する省令（次条において「新給水装置省令」という。）別表第一六価クロム化合物の

項の適用については、同項中欄中「0.002mg/L」とあるのは、「0.005mg/L」とする。 

第３条 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現

に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、新給水装置省令第２条第１項

に規定する基準に適合しないものについては、当該給水装置の大規模の改造のときまでは、こ

の規定を適用しない。 

附 則 （令和６年３月 29 日厚生労働省令第 65 号） 抄 

(施行期日) 

第一条 この省令は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第一 

事  項 
水栓その他給水装置の末端に設置
されている給水用具の浸出液に係
る基準 

給水装置の末端以外に設置され
ている給水用具の浸出液、又は
給水管の浸出液に係る基準 

カドミウム及びその化
合物 

カドミウムの量に関して、
0.0003mg／L 以下であること。 

カドミウムの量に関して、
0.003mg／L 以下であること。 

水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.00005mg／
L 以下であること。 

水銀の量に関して、0.0005mg
／L 以下であること。 

セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.001mg／L
以下であること。 

セレンの量に関して、0.01mg
／L 以下であること。 

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.001mg／L 以
下であること。 

鉛の量に関して、0.01mg／L
以下であること。 

ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.001mg／L
以下であること。 

ヒ素の量に関して、0.01mg／L
以下であること。 

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、
0.002mg／L 以下であること。 

六価クロムの量に関して、
0.02mg／L 以下であること。 

亜硝酸態窒素 0.004mg／L 以下であること。 0.04mg／L 以下であること。 
シアン化物イオン及び
塩化シアン 

シアンの量に関して、0.001mg／L
以下であること。 

シアンの量に関して、0.01mg
／L 以下であること。 

硝酸態窒素及び亜硝酸 1.0mg／L 以下であること。 10mg／L 以下であること。 
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態窒素 
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.08mg／L

以下であること。 
フッ素の量に関して、0.8mg／
L 以下であること。 

ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、0.1mg／L
以下であること。 

ホウ素の量に関して、1.0mg／
L 以下であること。 

四塩化炭素 0.0002mg／L 以下であること。 0.002mg／L 以下であること。 
一・四―ジオキサン 0.005mg／L 以下であること。 0.05mg／L 以下であること。 
シス―一・二―ジクロ
ロエチレン及びトラン
ス―一・二―ジクロロ
エチレン 

0.004mg／L 以下であること。 0.04mg／L 以下であること。 

ジクロロメタン 0.002mg／L 以下であること。 0.02mg／L 以下であること。 
テトラクロロエチレン 0.001mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であること。 
トリクロロエチレン 0.001mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であること。 
ベンゼン 0.001mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であること。 
ホルムアルデヒド 0.008mg／L 以下であること。 0.08mg／L 以下であること。 
亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、0.1mg／L 以

下であること。 
亜鉛の量に関して、1.0mg／L
以下であること。 

アルミニウム及びその
化合物 

アルミニウムの量に関して、
0.02mg／L 以下であること。 

アルミニウムの量に関して、
0.2mg／L 以下であること。 

鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.03mg／L 以下
であること。 

鉄の量に関して、0.3mg／L 以
下であること。 

銅及びその化合物 銅の量に関して、0.1mg／L 以下
であること。 

銅の量に関して、1.0mg／L 以
下であること。 

ナトリウム及びその化
合物 

ナトリウムの量に関して、20mg／
L 以下であること。 

ナトリウムの量に関して、
200mg／L 以下であること。 

マンガン及びその化合
物 

マンガンの量に関して、0.005mg
／L 以下であること。 

マンガンの量に関して、
0.05mg／L 以下であること。 

塩化物イオン 20mg／L 以下であること。 200mg／L 以下であること。 
蒸発残留物 50mg／L 以下であること。 500mg／L 以下であること。 
陰イオン界面活性剤 0.02mg／L 以下であること。 0.2mg／L 以下であること。 
非イオン界面活性剤 0.005mg／L 以下であること。 0.02mg／L 以下であること。 
フェノール類 フェノールの量に換算して、

0.0005mg／L 以下であること。 
フェノールの量に換算して、
0.005mg／L 以下であること。 

有機物（全有機炭素
（ＴＯＣ）の量） 

0.5mg／L 以下であること。 3mg／L 以下であること。 

味 異常でないこと。 異常でないこと。 
臭気 異常でないこと。 異常でないこと。 
色度 0.5 度以下であること。 5 度以下であること。 
濁度 0.2 度以下であること。 2 度以下であること。 
一・二―ジクロロエタ
ン 

0.0004mg／L 以下であること。 0.004mg／L 以下であること。 

アミン類 トリエチレンテトラミンとして、
0.01mg／L 以下であること。 

トリエチレンテトラミンとし
て、0.01mg／L 以下であるこ
と。 

エピクロロヒドリン 0.01mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であること。 
酢酸ビニル 0.01mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であること。 
スチレン 0.002mg／L 以下であること。 0.002mg／L 以下であること。 
二・四―トルエンジア
ミン 

0.002mg／L 以下であること。 0.002mg／L 以下であること。 

二・六―トルエンジア
ミン 

0.001mg／L 以下であること。 0.001mg／L 以下であること。 

一・二―ブタジエン 0.001mg／L 以下であること。 0.001mg／L 以下であること。 
一・三―ブタジエン 0.001mg／L 以下であること。 0.001mg／L 以下であること。 
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備考 
  主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている
給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛及びその化合物の項中「0.001mg／L」と
あるのは「0.007mg／L」と、亜鉛及びその化合物の項中「0.1mg／L」とあるのは「0.97mg
／L」と、銅及びその化合物の項中「0.1mg／L」とあるのは「0.98mg／L」とする。 

別表第二 

呼び径の区分 近接壁から吐水口の中心まで

の水平距離 
越流面から吐水口の最下端ま

での垂直距離 
13 ミリメートル以下のもの 25 ミリメートル以上 25 ミリメートル以上  

 
13 ミリメートルを超え 20 ミ

リメートル以下のもの 
40 ミリメートル以上 40 ミリメートル以上  

 
20 ミリメートルを超え 25 ミ

リメートル以下のもの 
50 ミリメートル以上 50 ミリメートル以上  

 
 

備考 

1 浴槽に給水する給水装置（水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流

面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具（この表及

び次表において「吐水口一体型給水用具」という。）を除く。）にあっては、この表下欄中

「25 ミリメートル」とあり、又は「40 ミリメートル」とあるのは、「50 ミリメートル」と

する。 

2 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽

及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）にあっては、この表下欄中

「25 ミリメートル」とあり、「40 ミリメートル」とあり、又は「50 ミリメートル」とある

のは、「200 ミリメートル」とする。 
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  第 三 者 認 証 機 関   

第三者認証機関の認証マーク 

（平成 30年 4月現在） 

 
 

 

 

 

 
（公社）日本水道協会 

 

 

 

 

 

（一財）日本燃焼機器検査協会 

 

 

 

 

 
 

（一財）電気安全環境研究所 

 

 

 

 

 

（公社）日本水道協会※ 

 

 

 

 

 
 

（一財）日本ガス機器検査協会 

 

 このマークは、第三者認証機関である次の４機関の認証マークとして、製品に求められ

る「性能基準」（耐圧・浸出・水撃限界・逆流防止・負圧破壊・耐久・耐寒）に適合した

製品に、表示されます。 

※日本水道協会の特別基準適合品に表示するマーク（基準省令の基準に加え、他の性能基準を付記

した基準に適合していることを示すマーク） 

認 証 機 関 名 ウェブサイトＵＲＬ（外部サイト） 

ＪＷＷＡ 

(公社)日本水道協会 

品質認証センター 

 

http://www.jwwa.or.jp/Center/ 

 

ＪＨIＡ 

(一財)日本燃焼機器検査協会 

 

http://www.jhia.or.jp/access.htm 

 

ＪＥＴ 

(一財)電気安全環境研究所 

 

https://www.jet.or.jp/index.html 

 

ＪＩＡ 

(一財)日本ガス機器検査協会 

 

https://www.jia-page.or.jp/ 
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/cm3

/cm3 1kg/ ton/ 3
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MPa

Pa MPa /cm3 Ha cm 0.098 10-3

2

MPa Pa
1g/cm3 1ton/ 3

cm

Pa

  Pb

  Pc
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1

2 1 2 1 2

1

2

t 1 1 

t 1 1 t 12

1 1 

1 t 1 1 1 1 t
1 1 1 t

t

2 2 t 22 2 2 t 2 2 2 2 t 
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1 1 t 12 1 1 t 1 1 1 1 t 

2 2 t 22 2 2 t 2 2 2 2 t 

1 1 2 2  

 

 

 

 
 

velocity head elevation head

pressure head  

total head  

Bernoulli

 
 

 

1

2 2

1 2

1

2  
1 2

 

 

 
1 2
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lose head

1000

50mm
100
200 /min
0.2MPa 20.4

64

6.4

50mm 100

Q
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C 8.0 13  0.40  0.40  
C F  8.0 20 17 1.5 0.03 1.5 1.53  

  1.93  
A F 2.49m C F 1.93m F 2.49m
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F G  20.0 20 90 4.0 0.36  0.36  
  0.36  

A G 2.49m 0.36m 2.85m  
 

E 12.0 13  0.80  0.80  
E G  12.0 20 34 1.5 0.06 1.5 1.56  

  2.36  
A G 2.85m E G 2.36m G 2.85m

 
 

G H  32.0 20 200 3.0 0.60  0.60  

 
32.0 20  0.6 2  1.20  

 32.0 20  2.00  2.00  
 32.0 20  1.20  1.20  

G H  32.0 25 70 3.0 0.21 1.0 1.21  
 32.0 25 70 0.29  0.02  0.02  

 32.0 25 70 5.7  0.40  0.40  
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2.85m 6.63m 9.48m  
9.48m 0.95kgf 0.95 0.098 0.0931 MPa 0.2 MPa I
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m m 
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A 20.0 13  2.00  2.00  
A G  20.0 20 80 5.0 0.40 1.0 1.40  
G H  20.0 25 33 2.5 0.09 2.5 2.59  

  5.99  

 
C 12.0 13  0.80  0.80  
C H  12.0 20 34 5.0 0.17 1.0 1.17  

  1.97  
A H 5.99m C H 1.97m H 5.99m

 
 

H I  32.0 25 70 2.5 0.18 2.5 2.68  
  2.68  
A I 5.99m 2.68m 8.67m  
 

E 12.0 13  0.80  0.80  
E I  12.0 20 34 5.  0.17 1.5 1.6   

  2.4   
A I 8.67m E I 2.48m I 8.67m  
 

I J  44.0 25 120 6.0 0.72 1.0 1.72  

 
44.0 25  0.25 2  0.50  

 44.0 25  1.20  1.20  
 44.0 25  1.80  1.80  

 44.0 25 120 0.29  0.04  0.04  
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14.62m 1.47kgf 1.47 0.098 0.144 MPa 0.25 MPa 3
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42



 
 

18  
0.15MPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 

  

      

    

A 
9.

0 
9.

0 
9.

0 
9.

0 
9.

0 

9.0 

9.
0 

9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

B 

C 

D
 

E 

F 

G
 

H
 

I 

J 

K
 

L 

M
 

N
 

O
 

P 

Q
 

R 

S 

9.
0 

43



44



45



0.

46



50mm  

47



48



49



50



51



52



受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各戸検針の取扱い

受水槽式の共同住宅において、受水槽に直結する給水設備を設置し、各戸検針を申込む

場合の手続きは次のとおりとする。

各戸検針申込者は、「受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各戸検針取扱要綱」

を確認し管理者に申し込むこと

新設建物

給水装置工事申込の際に、給水装置工事申込書類に添付し、指定給水装置工事事業者が

電子申請で申込みを行い、給水装置工事にあわせて、審査、完了検査を受けること。

既設建物

給水装置工事を伴うものは、新設建物と同様の手続きとなる。

なお、給水装置工事を伴わないものは、給水工事受付センター窓口で相談・協議を行

い、管理者の指示を受けること。

「受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各戸検針取扱要綱」

横浜市ウェブサイト

水道メーターの検針 横浜市

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-
gesui/suido/ryokin/kenshin.html 

別紙 受水槽に直結する給水設備設置指針（次ページ以降）
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別表 

各戸検針に係る受水槽に直結する給水設備設置指針 

第１ 各戸メーター 

１ 各戸メーターの型式等 

 各戸メーターは、水道局貸与メーター又は計量法（平成４年法律第 51 号）に定められた

検定に合格後３ヶ月以内の集中検針用メーターであって、次の型式のものでなければなら

ない。 

口径 全長 ネジ外径 ネジ山 適用 

13 ミリ

メートル
165+0.2 

+0

25.80 

－0.3 

14 山／25.4 

20 ミリ

メートル
190+0.2 

  ＋0 

33.0 

－0.3 

14 山／25.4 

25 ミリ

メートル
225+0.2 

  ＋0 

38.85 

－0.3 

14 山／25.4 

40 ミリ

メートル
245+0.2 

  ＋0 

55.55 

－0.3 

11 山／25.4 

50 ミリ

メートル
560+0.2 

ボルト径 16、本数 8 

長さ 60～65 

フランジ接合

口径 75 ミリメートル以上のメーターについては、管理者が定める型式とする。 

また、計量特性は次表のとおりのものでなければならない。 

口径 
Q3 

定格最大流量(㎥/ｈ) 

R(Q3/Q1) 

計量範囲 

13 2.5 100 以上 

20 4 100 以上 

25 6.3 100 以上 

40 16 100 以上 

50 40 100 以上 

75 63 100 以上 

100 100 100 以上 

150 250 以上 160 以上 

200 630 以上 160 以上 

250 630 以上 160 以上 

２ 各戸メーターの設置位置 

(1) 床面から各戸メーター上面までの間が 1,100 ミリメートル以下であること。

(2) 各戸メーターは、メーター室に設置すること。

(3) 各戸メーターは、当該各戸メーターのメーター室の扉に並行して設置すること。
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(4) 各戸メーターは水平に設置すること。

(5) 1 のメーター室内に 2 以上の各戸メーターを設置する場合は、全階の各戸メーターの

並び順を統一し、メーター設置器に各戸ごとの識別表を付けること。 

３ メーター室の設置場所 

メーター室は、共用通路に面したところで、常時容易に検針でき、かつ、維持管理上

支障のない場所に設置しなければならない。 

４ メーター室の大きさ 

メーター室の大きさは、次に掲げる基準以上のものとする。

（単位 ミリメートル） 

メーター口径 有効幅 奥行 扉の幅 扉の高さ 

13 560 300 400 600 

20 620 300 470 600 

25 700 300 510 600 

※メーター室内の底面は、外部に水はけができ住居内に浸水しない構造とする。

５ メーター前後の配管 

(1) 原則各階各戸にメーターを設置する場合は、メーター設置器とする。

なお、横浜市型メーター設置器を設置する場合は、メーター設置器用自在継手を使用する。

（別図第３参照）ただし、メーター設置器及びメーター設置器用自在継手が使用不可能な場

合又はメーター口径が 40 ミリメートル若しくは 50 ミリメートルの場合は、その都度管理者

と協議して決定する。 

(2) メーター設置器が使用不可能な場合で、各階各戸にメーターを設置するときは、メー

ター下流側に逆支弁を設置する。

６ 共用設備に係る各戸メーター 

集中給湯機等共用で使用する受水槽に直結する給水設備については、各戸メーターを設

置する。 

７ 止水栓等の設置 

主要な立管等には、立上り部の近くに、維持管理上必要な系統別バルブを設置するもの

とする。 

第２ 集中検針装置 

１ 集中検針装置の方式 

集中検針装置は、集中検針用メーター及び集中検針盤をケーブル等でつないで組み合わせ

たものであり計量法に認定された信号方式に基づいて検定を行った特定計量器であること。

またメーターと検針盤が対応していることを証明する認定ラベルの貼付されているものと

する。 

２ 集中検針用メーターの型式 

集中検針用メーターは、本指針第１の１各戸メーターの型式等に適合するものであるこ 

と。 

また、原則としてエンコーダー式リモートメーター（３線式、５線式）又は電子式水道 

メーター（８ビット）であること。
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３ 伝送線等に使用するケーブルの仕様 

 設置する集中検針装置の仕様に定められた適切なものを使用すること。 

４ 集中検針用メーターとのケーブル接続 

集中検針用メーターに付属するケーブルと伝送線との結線はメーター室内で、容易かつ

確実に行うことができるものであること。 

５ 集中検針盤 

(1) 型式

集中検針盤は、各戸に設置した集中検針用メーターの計量値の読み取りが確実に行え

るものであること。 

(2) 取付場所

集中検針盤の取付場所は、原則として 1 階玄関ホールとし、次の要件を満たしている場

所であること。 

ア 容易に検針ができること。

イ 安全であること。

ウ 雨がかからないこと。

エ 液晶表示が読み取れる明るさがあること。

(3) 設置位置

集中検針盤の設置位置は、床面から集中検針盤の上面までの間が 1,600 ミリメートル

以上 1,700 ミリメートル以下であること。 

(4) 設置構造

設置する集中検針装置の仕様に定められた適切な設置構造であること。

(5) 電源

設置する集中検針装置の仕様に定められた適切な電源を使用すること。

６ 集中検針装置の維持管理基準 

 保守点検及び清掃・・・・・・１回／年 

第３ その他 

受水槽に直結する給水設備の設計及び施行に関しては、この指針によるもののほか、管理

者が発行する給水装置工事設計・施行指針を準用する。 

56



57



58



 

 

【例】横浜市型メーター設置器場合の記載例１

【例】横浜市型メーター設置器場合の記載例２
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道路内私有管改良工事について

道路内に布設されている給水本管（私有管）の改良工事を施工する場合には、需要家の

方々が自費で工事をしていただくことになっておりますが、一定の要件が満たされた場合

には水道局にて改良工事を行う制度があります。

改良工事の適用対象

１ 適用対象は既設給水本管から２戸以上分岐しており、次の各号のいずれかに該当する

ものであること。

（１）赤水、給水不良が発生しているもの

（２）漏水、破裂の頻度が多いもの

（３）埋設深度が浅く道路舗装又は道路改良工事の障害となるもの

２ 複数の給水管が同一道路内に布設され、これらの整理統合が必要であると横浜市水道

事業管理者（以下「管理者」という 。）  が認めたもの。

３ その他、管理者が必要と認めたもの。

適用対象の除外

前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、適用の対象となりません。

（１）給水本管の所有者が、法人（会社、国及び地方公共団体、各種法人、団体）の場

合。ただし、個人がその給水本管を利用している場合で、給水本管の所有者に経費を

負担させることが適当でないと管理者が認めた場合は、この限りでない。

（２）改良する給水本管を配水支管に直接接続することができない場合。

適用の条件

適用の条件は、次の各号に掲げるものとする。

（１）当該改良工事の施行について、所有者等の関係者全員が同意するものであること。

（２）工事完了後、配水支管とし、本市の水道施設とすること。

（３）工事費の一部として取付替 1 か所につき 5,000 円の負担金を納付すること。

その他

管理者が施行する改良工事に関し、利害関係人その他の者から異議が生じたときは、申

請者が解決にあたるものとする。
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受水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて

平成１８年７月１３日

給 水 装 置 課

厚生労働省通知「平成 17 年 9 月 5 日付健水発第 0905002 号【受水槽以下設備を給水装置に切

替える場合の手続きについて】」に基づき、本市における対応を以下のとおりとします。

１．事前確認 

受水槽式給水設備を直結給水方式の給水装置に変更する工事の承認を申し込む者（指定給水

装置事業者が申し込み手続きを委任されている場合は、当該工事事業者）は、事前に次の（１）

～（３）に掲げる場合に応じ、該当する事項を実施、確認する。 

（１）更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水方式に切替える場合 

① 既設配管の材質

・ 「給水装置の構造及び材質の基準」（以下、「構造材質基準」という。）に適合した製品

が使用されていることを現場及び図面にて確認する。

・ 構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給水管・

給水用具に取り替える。

・ 埋込み等により確認が困難な場合は、図面にて確認する。

② 既設配管の耐圧試験

・ 受水槽以下設備を直結給水方式に切替える場合の試験水圧は、現地の配水管の最大静

水圧に 0.50MPaを加えた水圧とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないこと

を確認する。

・ 増圧給水設備を設置する場合、設定吐出圧が現地の配水管の最大静水圧を超えるとき

は、設定吐出圧に 0.50MPaを加えた値とする。

③ 水質試験

・ 直結給水への切替え前において、水道法第２０条第３項に規定する者による水質試験

を行い、水道法第４条に定める水質基準を満足していることを確認する。

・ 採水方法は、毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させたのち採

水するものとする。

・ 試験項目は味、臭気、色度、濁度とする。

（２）更生工事を施行した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が明ら

かな場合 

① 既設配管の材質

・ ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である場合は、施工計画

書（工法、塗料、工程表等）及び施工計画に基づく施工報告書（写真添付）並びに塗
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料の浸出性能基準適合証明書の確認を行う。 

・ なお、塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認証登録

証の写しとすることができる。

② 既設配管の耐圧試験

・ 受水槽以下設備を直結給水方式に切替える場合の試験水圧は、現地の配水管の最大静

水圧に 0.50MPaを加えた水圧とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないこと

を確認する。

・ 増圧給水設備を設置する場合、設定吐出圧が現地の配水管の最大静水圧を超えるとき

は、設定吐出圧に 0.50MPaを加えた値とする。

③ 浸出性能確認の水質試験

・ 適切な施工が行われたことを確認するため、現地にて水道水を毎分５Ｌの流量で５分

間流して捨て、その後１５分間滞留させた水を採取するとともに、管内の水を全て入

れ替えた後の水を対象水（ブランク）として採取し、公的検査機関で水質試験を行い、

構造材質基準に基づく浸出等に関する基準を満足していることを確認する。

・ 試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された塗料から浸出する

可能性のある項目とする。

（３）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法・施工状況が確認で

きない場合 

① 既設配管の耐圧試験

・ 受水槽以下設備を直結給水方式に切替える場合の試験水圧は、現地の配水管の最大静

水圧に 0.50MPaを加えた水圧とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないこと

を確認する。

・ 増圧給水設備を設置する場合、設定吐出圧が現地の配水管の最大静水圧を超えるとき

は、設定吐出圧に 0.50MPaを加えた値とする。

② 浸出性能試験

・ ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部をサンプリングし、それ

を供試体として公的検査機関で構造材質基準に基づく浸出性能試験を行い、浸出等に

関する基準に適合していることを確認する。

・ 既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、現地

にて水道水を１６時間滞留させた水（給水設備のライニングされた管路内の水であっ

て、受水槽等の水が混入していないもの）を採取するとともに、管内の水をすべて入

れ替えた後の水を対象水（ブランク）として採取し、公的検査機関で水質試験を行い、

浸出等に関する基準を満足していることを確認する。この場合において、一度の採水

で５Ｌの水量を確保できない場合は、同じ操作を繰り返し行い、水量を確保する。

・ 試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、浸出等に関する基準別表第１のすべての

項目とする。
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２．給水装置工事の申込み 

受水槽式の給水設備を給水装置切替える工事は、既に給水の申込みを受け受水槽まで供給し

ている給水装置に接続する工事であることから、給水装置の改造工事として取り扱う。なお、

申込みに要する図書類は次のとおりとする。 

注：表中の（１）（２）（３）は、本文の１．事前確認に記述されている（１）（２）（３）の 

ケースの工事をいう。

 直結切替誓約書は（１）（２）（３）について、埋込み等により構造材質の確認が困難な場

合があること及び管理者が耐圧試験の現地確認を行わないことから、申請者は、直結切替

誓約書を申込み時に提出する。 

３．実施日

  平成１８年９月１日

図 書 類 （１） （２） （３） 

給水装置工事申込書 ○ ○ ○ 

水質試験成績証明書 ○ 

塗料の浸出性能基準適合証明書。ただし、第三者認証

品の場合は当該機関の認証登録証の写 
○ 

ライニングによる更生工事施行時の施工計画書 ○ 

同上施工報告書（写真添付） ○ 

浸出性能確認の水質試験成績証明書 ○ 
○ 

浸出性能試験成績証明書 

直結切替誓約書 ○ ○ ○ 

その他水道事業者が指示した図書 ○ ○ ○ 
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給水装置における更生工事の取扱いについて

平成 20年 1月 25日

給 水 課

給水装置に使用された給水管及び継手類等の経年変化による赤水、出水不良について、通水能力の回

復及び赤水の発生防止を図ることを目的として実施する給水装置の更生工事の取扱いについて以下の

とおり定める。

１．更生工事の定義

この取扱いに記載する更生工事とは、経年使用により給水管の内面に付着した錆及び付着物を、給

水管が布設されたままの状態で排除（クリーニング）し通水量を確保するとともに、防錆をかねた樹

脂系塗料等を管内面に塗布（ライニング）することにより、機能の回復と延命を図るものをいう。

２．適用範囲

① 金属管であること。

② 指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）が事前調査を実施し、既設の配管状況（腐

食の状態や使用されている給水用具及び継手類等）の確認、施工実施する更生工法の技術概要等を

確認のうえ、更生工事の施行が可能と判断したもの。

３．適用条件 

① 所有者の責任において施工されるものであり、更生工事を原因とする水質異常、給水装置の機能

不良等についての責任は、所有者が負うものであること。

② 配水管への逆流防止措置が講じられること。

③ ライニングに使用する塗料は、「給水装置の構造及び材質の基準」（以下、「構造材質基準」という。）

に定める浸出等に関する基準に適合していること。

４．適用除外

① 量水器

② 伸縮部分を有する給水用具等

③ 当該更生工事の工法において施工の適用除外範囲としているもの（可動部分を有する機器・弁及

び可とう継手等）

④ 指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）が更生工事の施行がふさわしくないと判断

した給水用具等

５．給水装置工事の申込み

更生工事は給水装置の変更（変更の工事）として取り扱うものとする。

指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）は事前調査を実施し、当該既設給水装置への

更生工事の施行が可能と判断した場合は、給水装置工事申込書に下記の図書を添付して給水装置工事

の申込みを行わなければならない。

なお、この取扱いに定めるもの以外の事項については、給水装置工事設計・施工指針よる。

① 給水装置の更生工事施行に係る事前調査結果報告書

② 更生工事施工計画書（工法、ライニングに使用する塗料、工程表等）

③ 図面（配管図、施工範囲等）

④ 塗料の浸出性能基準適合証明書（第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて

認証登録証の写しとすることができる）

⑤ 誓約書（施工後の責任（給水装置の構造材質基準に適合しない場合の対応等を含む）等）
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６．更生工事完成後の確認事項

更生工事完成後、指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）は適切な施工が行われたこ

との確認及び構造材質基準に適合していることの試験を行わなければならない。施工が不適切な場合、

試験結果が基準に適合しなかった場合は直ちに適切な処置を施すこと。

  指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）は適切な施工が行われたことの確認及び構造

材質基準に適合していることの試験結果を確認するまでの間は、更生工事を施行した給水管及び給水

用具を給水装置に接続してはならない。

① 耐圧性能試験

耐圧性能試験における水圧は、構造材質基準に規定されている 1.75MPa を原則とし、１分間水圧

を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認する。

② 浸出性能確認の水質試験

更生工事施行後の試験通水時に、毎分 5リットルの流量で 5分間流して捨て、その後 15分間滞留

させたのち、先と同じ流量（毎分 5 リットル）で流しながら開栓直後から 5 リットルを採取し、均

一に混合してから必要量の検査用試料を採水容器に分取したものを公的検査機関（※１）で水質試

験を行い、構造材質基準に基づく浸出等に関する基準を満足していることを確認する。水質検査の

試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された塗料から浸出する可能性のある

項目（※２）とする。

７．給水装置工事完了検査

指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）は、更生工事の適切な施行が行われたことの

確認及び構造材質基準適合確認後、速やかに下記の施工報告書及び試験結果証明書等を添付した給水

装置工事完了届を提出し、完了検査を受けること。

① 施工報告書（写真添付）

施工計画書の内容に基づく、各実工程の施工状況（仮設配管状況・既設配管断面状況・クリーニ

ング工事状況・ライニング工事状況(塗料の乾燥方法及び時間含む)・塗膜内面状況(塗膜厚確認結果

含む)・配管復旧状況等）等を網羅した施工報告書

② 耐圧性能試験結果（給水装置工事完了届に記載）

③ 水質試験成績証明書

８．その他 

（※１）水道法第２０条第３項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者等

（※２）塗料の浸出性能基準適合証明書にて、検出が確認された項目

実施日

平成２０年３月３日（月）
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（提出先）

　横浜市水道事業管理者

提出者（指定給水装置工事事業者）

横浜市

事前調査を実施した給水装置工事主任技術者

号

住 所

事業者名

代 表 者

電 話

日

指定番号 第 号

給水装置の更生工事施行に係る事前調査結果報告書

年 月

　給水装置の更生工事を施行するにあたり、既設給水装置の事前調査を実施した結果、更生工事の
施行が可能と判断しましたので報告します。
　なお、更生工事完成後、適切な施工が行われたことの確認ならびに給水装置の構造及び材質の基
準適合の試験を実施し、施工が不適切な場合又は試験結果が基準に適合しない場合には、直ちに適
切な処置を施します。

第

氏 名

免状交付番号

年

区

月調 査 日

調 査 場 所
（建築物の所在地）

受　付

日

建 築 物 の 名 称
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１　申請者等

第 号

２　建物概要

工事場所 区

建物名称

階層・戸数 階建 戸

ｍｍ 個

ｍｍ 個

３　更生工事の工法

工法名 第 号

クリーニング
（研磨）方法

℃）

～

工 　期 年 月 日 ～ 年 月 日

□ 有 □ 無

口径 mm 延長 m

口径 mm 延長 m

口径 mm 延長 m

口径 mm 延長 m

口径 mm 延長 m

口径 mm 延長 m

受　　付

更生工事施行計画書

名　称

乾燥方法

指定番号

住　　所

名　　称

量水器
口　径

口　径

給水装置工事申込者

給水装置工事事業者

住　　所

管更生工事施行者

電　　話

氏　　名

住　　所

名　　称

工法名称
（内容）

※審査証明番号

ライニング施工方法

工法名称
（内容）

塗膜厚

塗　　料
乾燥時間 日間・時間

mm以下

（温度

※審査証明番号は、建設技術審査証明協議会（一般財団法人建築保全センター）の「建築物等の保全技術審査証明」
を受けている場合に記入してください。

施工内容

仮設配管

更生工事

mm以上
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地下埋設物明示に関する取扱要領 

制 定 昭和 47年 4月 1日 

 この取扱要領は、昭和 46 年２月及び３月に一部改正された道路法施行令（昭和 46 年政令第

20 条）及び同法施行規則（昭和 46 年建設省令第６号）に伴う地下埋設物明示の効果的な運用

と関係事業者間の円滑なる相互連絡を図り、もって道路管理の適正化と地下埋設物の安全管理

を行うことを目的とする。 

（明示を要する道路の範囲） 

１ 地下埋設物に明示しなければならない道路は、横浜市内の道路法に基づく横浜市、横浜市

長の管理する道路とする。（将来道路認定される私道を含む。） 

（明示を要する地下埋設物） 

２ 次に掲げる地下埋設物については、明示をしなければならない。 

ア 下水道管

イ 水道管

ウ 日本電信電話株式会社が管理する電話ケーブル

エ 東京電力株式会社が管理する電力ケーブル

オ ガス事業法による認可をうけたものが管理するガス管

カ その他道路管理者が指定する地下埋設物

（２）前項各号のうち、次に掲げるものは明示を要しない。

ア 各戸引込管

イ 管路に収容されない電線

ウ 外径 0.08ｍ未満の管及び管路

エ 洞道又はコンクリート造の堅固なトラフ

オ コンクリート造の堅固な構造で外形上管理者が明らかなもの

カ その他道路管理者が明示を要しないと認めたもの

（明示の色別） 

３ 地下埋設物の色別は、建設省道政第 59号及び同第 69号に基づき次のとおりとする。 

ア 下 水 道 管 茶 色 

イ 水 道 管 青 色 

ウ 工業用水管 白 色 

エ 電 話 線 赤 色 

オ 電 力 線 オレンヂ色

カ ガ ス 管 緑 色 

キ その他道路管理者が指定した地下埋設物については、その都度定める。

（明示方法等） 

４ 明示に使用する材料及び方法は、次のとおりとする。 
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（１）テープ若しくはシートまたは明示板により行うものとし、その規格は、おおむね次によ

るものとする。 

ア テープ  幅 ３cm 以上 

イ シート  幅 40cm以上 

ウ 明示板  縦 15cm以上 × 横 ７cm以上 

（２）テープ及びシート並びに金属製または陶製以外の明示板の材質は、低密度のポリエチレ

ンまたは塩化ビニール等の重合樹脂材等で耐薬品性にすぐれバクテリヤにより腐食するこ

となく弾力性に富むものとし、生地の顔料及び表示文字等が長期にわたり退色しないよう

良質のものを使用するものとする。 

（３）明示材料の接着材は、明示材料が設置後において長期間にわたり、ずれ、めくれ及び脱

落しない良質のものを使用するものとする。 

（４）明示の方法は、おおむね２メートル以下の間隔で行うものとする。

（５）当該占用物件またはこれに附属して設けられる物件にビニールその他耐久性を有するビ

ニールを巻き付ける等の方法により行うものとする。

（６）さや管等の設置を推進工法により行う場合にあっては、当該さや管等に明示内容を直接

印刻し、または、明示板を設置したのち行うものとする。 

（明示の時期） 

５ 地下埋設物明示の時期は、次のとおりとする。 

（１）地下埋設物を新設する場合は、埋戻し前に明示するものとする。

（２）既設の地下埋設物が露出した場合は、埋戻し前に明示するものとする。

（各事業管理者間の連絡方法） 

６ 他事業管理者の管理する地下埋設物が露出した場合及び他事業管理者の埋設した明示物を

破壊した場合の各事業管理者の連絡先は、別表によるものとする。 

（２）前項の連絡を円滑ならしめるため、各事業管理者は、掘さく占用工事に先だち必ず試験

掘を行い、地下埋設物状況をはあくするものとする。 

（報告事項） 

７ 路面復旧に係る竣工届の際には、明示状況を確認できる写真（50 メートルに１ヶ所程度）

を添付して道路管理者に提出すること。 

（遵守事項） 

８ 地下埋設物の事業管理者は、試験掘、維持補修あるいは他の事業管理者の埋設工事により

地下埋設物が露出したときは、関係事業者間で十分なる相互連絡をとり、責任をもって明示

するよう万全の措置を講ずるとともに本取扱要領を遵守すること。 

付   則 

この取扱要領は、昭和 47年４月１日から適用する。 
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明 示 デ ザ イ ン 
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シート
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実 物 デ ザ イ ン 
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許可までの流れ（条例の特定小規模開発事業等の場合） 

地域住民・
地域まちづくり 
計画運営団体 

許可申請者 
（開発事業者） 建築局 関係部局 

標識の設置 

標識設置届出書の提出 

開発事業構想の提出 

受付、関係部局への共有 

受付・縦覧（14日間） 

標識の閲覧 

同時提出可 

開発事業構想 

必要応じて開発事業者等に
指導・助言等の文書を交付 

同意 

各事前協議の実施（開発事業の内容に応じて実施） 
・条例の整備基準協議（開発事業者等と関係部局） 
・都市計画法第32条第１項又は第２項の公共施設管理者との協議（開発事業者等と関係部局） 
・開発許可の基準（宅地造成等に係る基準）の適合に係る事前協議（開発事業者等と建築局） 等 

条例の 
整備基準適合 
確認通知書 
の受領 

同意申請書 
の提出 

受付・審査 

不同意 

条例の 
整備基準以外 
の協議に係る 
同意書・ 
通知書等の 
受領 

都市計画法の 
開発許可申請書の提出 
（その他必要な手続） 

工事着手 

受付・審査 

不許可 
：開発許可に係る手
続（一部その他の
手続も含む。） 

許可 

：条例に係る手続 

（条例の特定大規模開発事業等又は特定中規模開発事業等の場合は、手続きが異なるため、都市計
画法による開発許可の手引（注1）を参照すること。） 

（注1）都市計画法による開発許可の手引（横浜市ウエブサイト）
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/takuchi/kaihatsu/tebiki.html

注意：開発区域面積 1,000㎡未満については、許可後、給水工事の設計施工にあたり、各行政区の担当部署と

協議をしてください。 

行政区 担当部署 電話番号 ＦＡＸ番号 

港北、都筑、鶴見、 

神奈川、西、中、南、

保土ケ谷、緑、青葉 

保土ケ谷区川辺町５－１ 

給水工事受付センター ３階 
045(489)3056 045(461)9713 

旭、泉、瀬谷、磯子、 

金沢、港南、栄、戸塚 
保土ケ谷区川辺町５－１ 

給水工事受付センター ２階 
045(489)3024 045(461)9662 

 給水施設の事前審査（対象：開発区域面積 1,000㎡以上）

　 申請手続の迅速化を図るため、許可申請に先立ち、給水施設の事前審査を受けてください。  

   なお、事前審査は行政区により次のとおり給水工事受付センターが行います。

建築局「都市計画法による開発許可の手引」（抜粋）

79



第１章 開発許可の手続フロー 
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２ 許可までの流れ（条例の特定大規模開発事業等又は特定中規模開発事業等の場合） 
地域住民・

地域まちづくり 
計画運営団体 

許可申請者 
（開発事業者） 建築局 関係部局 

 

受付、関係部局への共有、 
指導・助言等の文書作成 

見解書（写）の受領 

説明会、戸別訪問等 
による周知 

標識の設置 

標識設置届出書の提出 

意見書の受取 

見解書の交付・送付 

意見書の提出 
（説明後５日以内） 

見解書の受領 

開発事業構想書 受付・縦覧（14日間） 

再意見の受付 
再意見の交付・送付 

再意見の提出 
（14日間の縦覧期間中） 再意見書の受領 

再見解書の交付・送付 再見解書の受領 

協議申出書の提出 受付 

受領 

協議 

協議事項に係る見解書の提出 

協議事項通知書の交付 

受領 

開発等協議（特定大規模開発事業等の場合 
又は再意見書の提出がある場合） 

受付 

協議結果通知書の交付 

特定中規模開発事業等であり、 
かつ、 

再意見書の提出がない場合 

指導・助言等の文書作成 

指導・助言等の文書の交付 
指導・助言等の文書を 

建築局に送付 
地域住民等への周知 

公共施設管理者への説明 

同意 

各事前協議の実施（開発事業の内容に応じて実施） 
・条例の整備基準協議（開発事業者等と関係部局） 
・盛土規制法の技術的基準の適合に係る事前協議（開発事業者等と建築局、開発事業者等と関係部局） 
・道路位置指定の事前審査願（開発事業者等と建築局） 

条例の 
整備基準適合 
確認通知書 
の受領 

同意申請書 
の提出 

受付・審査 

不同意 

条例の 
整備基準以外 
の協議に係る 
同意書・ 
通知書等の 
受領 

都市計画法の 
開発許可申請書の提出 
（その他必要な手続） 

工事着手 

受付・審査 

不許可 許可 
：開発に係る手続
（一部その他の手
続も含む。） 

：条例に係る手続 



水道局受付 

第 号 

使用予定水量申請書 

  年 月   日 

（届出先） 

横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者

住 所 

申請者 

氏 名 

次のとおり給水を受けたいので、関係図書を添え申込みいたします。 

給 水 場 所 

使 用 予 定 水 量 

給 水 開 始 予 定 年 月 日 

給 水 方 式 

建 築 ・ 宅 造 許 可 番 号 

建

設

計

画

内

容

種 別 
建 設 戸 数 

又 は 床 面 積 

人 口 又 は 従 業 員 

数 ・ 収 容 人 数 
備 考 

住 宅 
(戸)(㎡) (人) 

事 務 所 ・ 店 舗 

計 
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第 12号様式（第 16条第５号） 

給水装置所有者変更届

（届出先）

横浜市水道事業管理者

横浜市水道条例第 23 条第４号の規定に基づき、

給水装置の所有者を変更したいので届け出ます。

新所有者 

フリガナ

氏  名

住  所 

〒 － 都道府県 市 区 

町 丁目 番（番地） 号 

（建物名等） 

連 絡 先 □自宅 □携帯電話 □その他（ ） 電話番号 

前所有者 氏  名 

（注意）

１ 太線の枠内の届出に必要な項目を記入してください。

２ 前所有者が所在不明等の場合は、新所有者が所有権を取得したことを証する書類を提示してください。

３ 本届書に係る権利関係について、後日利害関係人等から異議の申出があっても、水道局は、その責任を負いません。

工事受付番号 年度 号（引込管のみ） 私有管・管路番号 町 丁 号

備 考

法務局 出張所

年 月 日

登記 号照合済

その他権利関係照合事項

□誓約書等

□その他（ ）

届出年月日 年    月    日 

届出人 
氏名 

電話番号 

所有者を変更する給水装置 お客様番号 

区 管区 栓番号 

他 
(第 12号様式その２に記載) 

件    枚

給水装置所在地 

（設置されている場所） 

区 町 丁目 番（番地） 号 

（建物名等） 

受 付 印 補正担当者
オンライン

入力者
受付者

（A４） 
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第 12号様式その２（第 16 条第５号） 

給水装置所有者変更届お客様番号一覧表

給水装置所在地 

（設置されている場所） 

区 町  丁目 番（番地） 号 

（建物名等） 

所有者を変更する給水装置 お客様番号

区 管区 栓番号 区 管区 栓番号 区 管区 栓番号

（A４） 
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宅地内引込み管所有者変更届 

年 月 日 

（届出先） 

横浜市水道事業管理者 

新所有者 

住所 

氏名 

前所有者 

住所 

氏名 

 次のとおり宅地内引込み管の所有者を変更するとともに、宅地内引込み管

から分岐することを同意します。 

宅地内引込み場所 

区   町  丁目    番地 号 

の本管取り出しから宅地内プラグ止めまで 

分 岐 同 意 内 容 

メーター呼び径 個 

  〃 個 

  〃 個 

変 更 等 年 月 日 年 月 日 

（注意） 

 1 本届出書に係る権利関係について、後日利害関係人等から意義の申出があっても、 

水道局は、その責任を負いません。 

 2 本様式は、給水本管、宅地内引込み管が同一所有者の場合に使用する。 
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様式１号

年  月  日

建築確認済証未提出に係る届出書 

給水装置工事申込書に建築基準法に基づく確認済証の写しを添付していない理由

は、次のとおりです。

申込者  住 所

氏 名

１ 建 築 主
  住 所 区

  氏 名

２ 建築場所

  横浜市 区

３ 構  造

主要用途

４ 延べ面積

平方メートル

５ 工事種別

新築  、  その他

６ 理  由

  右欄のいずれかに○印をしてください。その他の場合は、カ欄に記入してくださ

い。

ア 工事用仮設建築物（事務所・宿舎）、建築物の工事用水栓

イ 井戸水使用から転用のもの（既存建築物）

ウ 自動車洗浄用のもの・畑等散水用

エ 建築主が 国・ 神奈川県・ 横浜市・ 公団等

オ 建築基準法に基づく確認申請中

カ その他（ ）

ご 注 意
１ 給水装置工事申し込みの承諾保留について
  次の場合、建築局長より水道事業管理者に対して水道の給水装置工事申し込みの
承諾の保留を要請することがあります。

（１）建築確認申請書の記載事項が事実と相違したとき。
（２）建築確認図書と相違して工事をしたとき。
（３）上記の他、建築基準法に違反して工事をしたとき。
２ 給水装置工事の完了届提出の手続について
  上記６の理由がオの場合には、建築基準法に基づく確認済証と中間検査合格証の
写しを添付してください。
◎ 水道工事をするときは、必ず横浜市水道局が指定した工事店（指定給水装置
工事事業者）にお申し込みください。

きりとり線
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第8号様式(第14条、第16条第1号)   

  給 水 申 込 書(新設等) 係 員 入力者 係 員 受 付 

（申込先) 

横浜市水道事業管理者 

届出年月日

 横浜市水道条例、横浜市水道条例施行規程その他横浜市水道事業管理者が 年  月  日 

定める規程を契約内容とすることに合意し、次のとおり給水装置の新設等に 

よる給水を申し込みます。 

お 客 様番

号 

区 管 区 栓 番 号 検 針

番 号 

区 簿 冊 番 号 点検順 sub 

委 託 区 分  装置区分 工事受付年度―番号 ―  加入金口数  入居区分 

使用開始年月日 年 月 日 (注意)太線の枠の中だけ記入してください。 

給
水
装
置
場
所

住 所 区 町 丁目 番 号 

共 同

住宅名 

カナ

漢字 

街区―棟―号 

方 書 漢 字 

住所コード 県 1 4 市･区 町 丁目 番地 号 

共同住宅コード 街区―棟―号 

お
客
様

氏 名 
カ ナ

漢 字 

連絡先 1 区分 1 自宅 2 勤務先 3 転入前 電話番号 内線 

所
有
者

氏 名
フリガナ

漢 字 

連絡先 6 区分 1 自宅 2 勤務先 3 転入前 電話番号 内線 

メ
ー
タ
ー

区分 口径 番 号 検満年月 取付指針 m3 取付年月日 
8 1 技術員 

7 
9 

2 

6 3 

 5 4 

異送先区分 1 口座振替済領収証 2 納入通知書 ※使用者と料金支払者が異なる場合に記入してください 

料
金
支
払
者

氏 名
フリガナ

漢 字 

連絡先 種別 区分 1 自宅 2 勤務先 電話番号 内線 

住 所

住所コード 都道府県 市・区 町 丁目 番地 号 

方 書 
異送1：14―00 

異送2：13―00

備

考

(A4) 
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第8号様式の2(第14条、第16条第1号)  

給水申込書(再開) 工 事 料金事務 整理員 入 力 者料金事務   受 付 者

（申込先） 

横浜市水道事業管理者 

 横浜市水道条例、横浜市水道条例施行規程その他横浜市水 

道事業管理者が定める規程を契約内容とすることに合意し、 

次のとおり給水装置の再開による給水を申し込みます。 

使用開始日 
年 月 日   

受付番号 

お 客 様 番 号 
区 管区 栓 番 号 

検 針 番 号 
区 簿 冊 番 号 点検順 Sub 

届出年月日 年 月 日

給
水
装
置
場
所

住 所 

共 同

住 宅 名 

方 書 

お

客

様

氏

名

カナ

漢字 

連絡先 1 区分 

1 自 宅

2勤務先 

3転入前 

電話番号 内線 

所 有 者 名 連 絡 先 

継 続 区 分 前お客様名 

メ
ー
タ
ー

区分 口径 番 号 検 満 年 月 日 開 栓 (取 付 )指 針m3 開 栓 (取 付 )年 月 日 

停 水 区 分 停 水 方 法 停 水 指 針 停 水 年 月 日 メーター位置ガイド 8 1 

m3 7 
9 

2 

6 3 

異 送 先 区 分 1 口座振替済領収書異送先 2 納入通知書異送先 
5 4 

料

金

支

払

者

氏

名

フリガナ 技

術

員
漢 字 

連 絡 先 種別 区分 
1自 宅 

2勤務先 
電話番号 内線 

住 所 

住所コード 都道府県 市・区 町 丁目 番地 号 

方 書 
※使用者と料金支払者が異なる場合に記入してください

備考 

(A4) 

87



第9号様式(第16条第2号)  

 給水装置使用中止(廃止)届 工 事 料金事務 整理員 入力者 料金事務 受付者 

 (届出先) 

横浜市水道事業管理者 

 横浜市水道条例第23条第１号の規定に基づき、 

次のとおり給水装置の使用を中止(廃止)したいので届け出ます。 

お客様番号 

区 管区 栓番号 

検 針 番 号 

区 簿冊番号 点検順 Sub 停 水 区 分 受付番号 

受付年月日 年 月 日請求方法  訪問年月日 月 日 時 間 帯 

請 求 方 法 の 変 更 0－現 1－転 2－窓 3－口 5－空 

中止年月日 年 月 日 
給
水
装
置
場
所

住 所 

共 同

住宅名 

方 書 

お客様名 
連
絡
先

未
収
金
額

使用月分 領納 水 道 料 金 下 水 道 使 用 料 合 計 円 請 求 経 過 

充 当 金 額 
水

量

履

歴

検 針 日 水 量 認 定 

月
分

日数 

随
時

日数 

使用水量  m3 徴収金額 円 

基本戸数 減免件数  減量区分  調整水量 m3
 今回指針－前回指針 前回検針日～中止日 8 1 

(   m3)×(   日) 7 
9 

2 

下水処理区 訪問日 月 日今回指針 m3 前回検針日～訪問日 

(       日) 

6 3 

用 途  前回検針日 月 日前回指針 m3 5 4 

メ
ー
タ
ー

区分 口径 番 号 検 満 年 月 日 停 水 指 針 m3 停 水 年 月 日 停水方法 

コード

メーター位置ガイド

異送先区分 4 転居先住所 

転

居

先

・

氏

名

氏 名 

フリガナ
停水方法 

漢 字 
1補助止 2止水栓 3メータ撤去 

4メタル 5停水器 6止水なし 

連絡先 種 別 5 区分 
1自 宅 

2勤務先 
電話番号 内線 

住 所 

住所コード 都 道 府 県 市・区  町 丁目  番地  号 

方 書 
※使用者と料金支払者が異なる場合に記入してください

(A4) 
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（届出先）

年 月 日から 年 月 日まで

ボンライン(m)

工事

m

工 期

条占用面積 長さ 幅 m

道路掘削申請手続き申込書

日

横浜市水道事業管理者

給水装置工事申込者

氏名

番 号先

指定給水装置工事事業者

氏名

電話 （ ）

工 事 場 所

給水装置工事受付番号

工 事 名

区

年度

㎜

第

町 丁目

号

月年

厚さ(㎝)
舗装種別

掘 削 （ 復 旧 ） 面 積 舗装切断工

延長(m) 幅員(m) 面積(㎡) 延長(m)

略 図 案内図（別紙）

掘 削 工 事 内 訳
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道路占用手続き委任書

  年  月  日

 私は、次の給水装置工事（・新設・改造・撤去）の施行に伴う道路占用の諸手

続きに関することを横浜市水道事業管理者に委任いたします。

なお、横浜市道路占用規則第２条（道路法第 32 条）に定める届出事項につい

ては、貴局に届けます。

また、この委任事項の行使に伴う一切の費用は、横浜市水道事業管理者の指

定のとおり支払います。

給水装置工事受付番号： 年度    区第 号

工事場所：横浜市 区 町 丁目 番   号

横浜市水道事業管理者

水道局長 ○ ○ ○ ○

道路占用手続委任者（給水装置工事申込者）

住所 

氏名 

本委任を受託します。

  年  月  日

横浜市水道事業管理者

水道局長 ○ ○ ○ ○

＜参考例＞
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【参考】

１ 横浜市道路占用規則（抜粋）

(占用の許可 ) 

第 2 条  法第 32 条第 1 項又は第 3 項 (法第 91 条第 2 項において準用する場

合を含む。第 5 条において同じ。)の規定による新たな占用の許可を受けよ

うとする者又は既に受けた占用許可に係る申請事項の変更をしようとする

者は、道路法施行規則 (昭和 27 年建設省令第 25 号。以下「省令」という。)

第 4 条の 3 に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものは、この限

りでない。  

(1) 占用の位置及び付近の見取図

(2) 工作物の構造図並びに工作物に係る工事の設計書、仕様書及び図面

(3) 占用に関する工事の実施の方法に関する仕様書、図面及び工程表

(4) 道路の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表

(5) 既設の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の承諾を証す

る書類

(6) その他市長が必要と認める書類及び図面

２ 道路法第 32 条（抜粋） 
（道路の占用の許可） 

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続

して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならな

い。  

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 

二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

三 鉄道、軌道その他これらに類する施設 

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

六 露店、商品置場その他これらに類する施設 

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、

物件又は施設で政令で定めるもの  

２  前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管

理者に提出しなければならない。 

一 道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道

路を使用することをいう。以下同じ。）の目的 

二 道路の占用の期間  

三 道路の占用の場所  

四 工作物、物件又は施設の構造 

五 工事実施の方法  

六 工事の時期  

七 道路の復旧方法 
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給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復旧工事施工者確認書

  年  月  日

横浜市水道事業管理者

届出者（指定給水装置工事事業者）

住所

事業者名

代表者  

主任技術者

電話    （   ）

  年度  区第    号で申込みしました給水装置工事に伴う道路掘削跡路面

復旧工事は、次のとおり施行しますので届け出ます。

 なお、道路掘削跡路面復旧工事の施行にあたっては、関係法令、道路管理者の定める基

準及び許可条件を遵守して施行します。

１ 給水装置工事

工事場所  

申込者  

２ 道路掘削跡復旧工事施工事業者

住所： 

事業者名：  

代表者： 

現場責任者：  

電話：    （    ）  

競合工事の有無： 有 ・ 無 

復旧工事施工企業：・水道・ガス・ＮＴＴ・電気・その他（ ）

他企業工事名  

※ 水道工事で道路掘削跡路面復旧工事を施工する場合は、建設業法第３条第２項に定める

「ほ装工事業」の許可事業者又は公道の舗装工事実績がある事業者等、適切に道路掘削

跡路面復旧工事を施工できる事業者で行ってください。

※ 他企業工事で施工する場合は、必ず「他企業工事名」を記入してください。

３ 施工完了予定日

  年  月  日

４ 仮復旧期間の緊急時対応責任者

事業者名： 

代表者： 

緊急時対応責任者： 

電話：    （   ） 

緊急連絡先：    （   ） 
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給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復旧工事履行誓約書

  年  月  日

横浜市水道事業管理者

給水装置工事申込者

住所

氏名 

電話番号   （   ） 

  指定給水装置工事事業者

指定番号

住所

事業者名

代表者  

主任技術者

電話   （   ）  

 横浜市   区    町 丁目  番  号（    年  区第    号）で申

込みました給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復旧工事の履行に関し、次のとおり誓約い

たします。

誓約事項

１ 道路掘削跡路面復旧工事に係る費用は全額給水装置工事申込者の費用負担で施工する

こと。

２ 道路掘削跡路面復旧工事は、他事業者又は他企業工事で施工する場合においても、完

了するまで当該指定給水装置工事事業者が責任をもって適正な履行を確保すること。

３ 仮復旧時や道路掘削跡路面復旧工事施工中に第三者へ損害又は問題等が生じた場合は、

申込者及び当該指定給水装置工事事業者の責任において解決すること。

４ 道路掘削跡路面復旧工事の施工予定日を変更する場合は、水道局と協議し指示を受け

ること。

５ 道路掘削跡路面復旧工事後に、道路管理者又は水道局から手直し等の指示があった場

合はその指示に従うこと。

６ 水道工事において道路掘削跡路面復旧工事を施工する場合は、しゅん工後速やかに水

道局へ工事施工状況が確認できる写真を添えて「給水装置工事に伴う道路掘削跡路面

復旧工事しゅん工届」を提出すること。

７ 道路掘削跡路面復旧工事完了後 2 か年間に生じた工事目的物の瑕疵の補修、瑕疵によ

って生じた一切の損害等に対して賠償責任を負うこと。
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給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復旧工事しゅん工届

  年  月  日

横浜市水道事業管理者

届出者（指定給水装置工事事業者）

住所

事業者名

代表者  

主任技術者

電話    （   ）

  年    区第    号給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復旧工事が次の

とおりしゅん工しましたので、工事記録写真を添えて届けます。

給水装置工事
申 込 者

許 可 年 月 日
許 可 番 号

  年  月  日   横浜市   土  指令第   号

申 請 年 月 日
申 請 番 号

  年  月  日   水   第    号

工 事 の 目 的 給水管新設   給水装置工事申込者による工事

工 事 の 場 所

路 線 名 車道

場 所
横浜市  区  町  丁目  番地先

横浜市 地先

工 事 施 工 者

工 事 監 督 者

着 手 年 月 日

し ゅ ん 工
年 月 日

施 工 内 容

舗装種別

表 層 厚

路 盤 厚

備 考

※ 道路掘削跡路面復旧工事を他企業工事で施工する場合は、本復旧工事記録写真を省略し、

本復旧が完了していることが確認できる写真を添付することも可とします。
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第１号様式（第６条第１項）  新設用 

道路内平行私有管譲渡申出書 

年    月    日 

（申出先） 

横浜市水道事業管理者 

〒 

  申  出  者  住  所 

道路内私有管   氏  名 
の所有者  法人の場合は、法人名、 

 代表者の役職名・氏名 

 電話 （  ） 

私は、このたびの給水装置工事申込に基づく施工により設置される私有管（属具類を含みます。）

については、次のとおり、その道路内平行布設部分を無償で譲渡します。 

私 有 管 の 

布 設 場 所 

区        町     丁目     番地    号から 

区        町     丁目     番地    号まで道路内 

    （別紙図面のとおり） 

譲 渡 の 時 期 
給水装置工事完了の日 

給水装置工事完了の日から１年後 
道  路 

公  道 

私  道 

給 水 装 置 工 事 
年度 

第        号 

申込受付日   年      月      日 

工事完了日   年      月      日 

工 事 事 業 者 

私道（土地）の 

所  有  者 

住 所 

氏 名 

摘  要 

※譲渡する私有管（属具類を含みます）の内訳は裏面の目録に記載してください。
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目   録 

 公道内  

口径（㎜） 管 種 延長（m） 弁 類 消火栓 洗浄栓 空気弁 

 私道内  

口径（㎜） 管 種 延長（m） 弁 類 消火栓 洗浄栓 空気弁 

※バルブ類、止水栓類は弁類の欄に計上してください。
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第２号様式（第５条第１項）  新設用 

道 路 内 平 行 私 有 管 譲 渡 に 関 す る 確 認 書

年   月   日 

（届出先）

横浜市水道事業管理者

（申請者）

住 所

氏 名  

電 話    （    ）

  道路内に布設する平行私有管について、次のことを確認し、無償譲渡することに同意します。

１ 個人費用で布設する道路内平行私有管を水道局へ無償譲渡する理由について

  道路内平行私有管の維持管理の円滑を期するため、当該水道管の所有者の任意に基づき、無償で

水道局に譲り渡すものです。

２ 新設する道路内平行私有管を水道局に譲渡する場合と譲渡しない場合の申請手続き･維持管理

費･占用料等の相違点について

(1) 水道局に譲渡する場合

（譲渡時期：工事完了後直ちに譲渡（即時譲渡）又は一年後譲渡の２通りがあります。）

ア 公道に布設する平行私有管を譲渡する場合

・ 道路局への道路掘削占用申請手続き及び維持管理(老朽化等に伴う布設替)は、水道局で行

います。

・ 道路占用料は、無料となります。

イ 私道に布設する平行私有管を譲渡する場合

・ 私道について、水道局が当該水道管の布設場所を占用すること及び水道管の維持管理のた

め、土地を使用することについて、申請者が当該私道の土地所有者から承諾を得ることとな

ります。 

  なお、平行私有管の譲渡後は、水道局の所有となります。このため、水道局の所有となった以降

は、他の給水申込者による当該水道管からの分岐の申込があれば、給水能力内であることを条件に

分岐を認めることになります。

  また、一年後譲渡の場合、工事完了後一年間は、当該水道管から分岐することについて、水道管

の所有者から分岐の同意が必要です。

(2) 水道局に譲渡しない場合

ア 公道に布設する場合

・ 道路局への道路掘削占用申請を申込者自ら行うと同時に、道路占用料を道路局へ納める必

要があります。 

・ 維持管理(漏水破裂修繕を除く老朽化等に伴う布設替)は、申請者が行います。

イ 私道に布設する場合

・維持管理(漏水破裂修繕を除く老朽化等に伴う布設替)は、申請者が行います。

※ 私有管の譲渡は、当該私有管の所有者の任意に基づくものですので、水道局は私有財産権を

侵害しません。

法人の場合は、法人名、

代表者の役職名・氏名
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第９号様式（第９条） 

私 道 （ 土 地 ） 占 用 ・ 使 用 承 諾 書 

年    月    日 

（承諾先） 

横浜市水道事業管理者 

私道（土地）所有者 

住  所 

 氏  名
法人の場合は、法人名、 
代表者の役職・氏名 

 次の場所に布設された水道管（属具類を含みます。）について、横浜市水道局に所有権が移転した

後に、公設管として所有者の私道（土地）を占用・使用することを承諾します。 

水 道 管 の 布 設 

場 所 

区      町   丁目    番地   号から 

区      町   丁目    番地   号まで私道（地）内 

    （別紙図面のとおり） 

占 用 ・ 使 用 の 

水 道 管 

口径(㎜) 管  種 延 長(m) 備          考 

占用・使用期間 水道管が存置する間 

占用・使用料等 無償 

付 帯 事 項 

１ 水道管の維持管理及び布設替工事のため占用・使用すること。 

２ 第三者に、この私道（土地）を譲渡する場合は、この承諾内容を継承

すること。 

給 水 装 置 工 事 

年度 

第   号 

申込受付日 年  月  日 

工事完了日 年  月  日 
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公 道 内 私 有 管 管 理 確 認 書

年  月  日

（届出先）

横浜市水道事業管理者

私設水道管設置者

住 所
氏 名  
      

 私は、このたび工事申込に基づく工事施行のため、必要な道路管理者に対する公道部

分の道路掘さく、占用の許可申請、警察署長に対する道路使用許可申請書の手続、道路

管理者に対する道路占用料等の納付扱及びその後の道路継続占用許可申請手続き、道路

継続占用料等の納付、その他の下記公道内私設水道管（属具も含む。）の維持管理につい

ては、一切当方において行い、市水道局には迷惑をかけませんから念のため本書を提出

します。

また、当該公道内私設管について工事を施行する場合には、次の許可申請の写しを市

水道局に提出したうえで施行いたします。

１ 道路管理者が発行する道路掘さく、占用許可書の写し。

２ 警察署長が発行する道路使用許可書の写し。

 区  町  丁目 番から

公道内私設水道管布設場所 の地先公道内

  区   町  丁目   番まで

公道内私設水道管の口径等 口径 ㎜ 種別 管 長さ ｍ

給  水  装  置
工  事
申  込  受  付

年度 第 号

年 月 日

法人の場合は、

名称・代表者の氏名
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工事用その他による給水計画等申請書 

年 月 日 

（ 申 請 先 ） 

横浜市水道事業管理者 

住 所 

申込者 

氏 名 

工 事 場 所 区  町 丁目 番  号 

工 事 期 間 
 年  月  日から 

年    月 日まで 
日間 

水 量 計 算 
１日平均 

作業員数 
人× 

１ 人 １ 日 

使 用 量 
㎥× 

工事 

期間 
日 

所 要 水 量 
㎥ 

決 定 水 量 
㎥ 

審査 

完 了 後 の 

給 水 装 置 
撤  去 

指定給水装置 

工事事業者 

特 記 事 項 

使用中の水道 

料金支払先 

（

住

所

）

（

氏

名

）
ＴＥＬ 

前 納 金 の 

還 付 先 

（

住

所

）

（

氏

名

）ＴＥＬ 

前受水道料金 
円 

受 付 番 号 

（注意）１．太線の枠内だけ記入してください 
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給水装置工事申込者変更届出書

年 月 日

（届出先）

横浜市水道事業管理者

届出者（前申込者）

住所

氏名

電話 （ ）

次のとおり給水装置工事の申込者を変更したいので届け出ます。

申込受付年月日及び受付番号 年 月   日 受付    第   号

工 事 場 所  区

新 申 込 者

（委任者）

  〒   －

住所

氏名 

電話   （    ）

  年  月  日

 横浜市水道条例、横浜市水道条例施行規程、その他横浜市水道事業管

理者が定める規程に同意し、次のとおり給水装置工事を申し込みます。

 この給水装置工事の施行及び手続き、工事費の納入並びに精算に関す

ることを下記の申請者に委任します。

申請者

（指定給水装置工事事業者）

住 所

事 業 者 名

代 表 者

電 話

指 定 番 号  第   号

給 水 装 置

主任 技術者

氏 名

免状交付番号  第    号

変 更 事 由

（該当する方を○で囲んでください）
住宅売買  その他（  ）
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第 1 号様式 
年  月  日

（提出先）

横浜市水道事業管理者

給 水 水 圧 調 査 依 頼 書

3 階以上建物への直結式給水を検討したいので、給水水圧の調査を依頼します。 

調査依頼者

調査依頼者名

住 所

電 話 番 号

調 査 場 所
 区    町  丁目 番地   号

メッシュ  －    ：    －

施 主

氏名又は名称

住 所

電 話 番 号

工期（予定）

依頼する調査 □１．簡易調査（直結直圧式・直結増圧式） □２．給水水圧測定調査（増圧給水設備設置の猶予）

【注意】

１．直結直圧式、直結増圧式の場合は、原則簡易調査とします。増圧給水設備設置の猶予の場合は、給水水圧測定調査とします。

２．簡易調査は、給水水圧 0.25MPa 以上区域に該当するか調査します。該当しない場合は２．給水水圧測定調査に変更となります。 
３．給水水圧測定調査による給水水圧は、現地水圧を測定し必要なデータ補正を行ったのち決定します。

給水装置工事の概要

工 事 種 別 □新設 ・ □改造（既設建物の切替）

予定給水方式 □直結直圧式（  階）・□直結増圧式（  階）・□増圧給水設備猶予（  階）

建 物 概 要

□住宅専用   戸 □店舗・事務所等専用建物   戸

□店舗・事務所等併用住宅   戸

（内訳：住宅用   戸  店舗・事務所等   戸）

□公共施設等 戸 □その他（  ）

計画同時使用水量    L／min   計画 1 日使用水量 ㎥／日

分岐状況等 配水管等の口径  ㎜  給水管分岐口径  ㎜

※事前に水理計算を行い、予定給水方式を横浜市水道局給水装置工事設計・施工指針に基づき計画して

ください。

※調査場所の特定のため、給水管分岐予定箇所を明記した 1/500 水道配管平面図を添付してください。 
－以下、水道局記入欄－

受 付 番 号

（回答番号）
 年度   号

１．簡易調査
□ 給水水圧 0.25MPa 以上区域に該当します。

□ 給水水圧 0.25MPa 以上区域に該当しません。

２．給水水圧測定調査 調査の結果、現状の配水施設での給水水圧は、  MPa となります。 

特記事項
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第３号様式

年  月  日

（提出先）

横浜市水道事業管理者

水 理 計 算 確 認 書 

工 事 場 所   区    町    丁目    番   号

給水装置工事申込者

建物（施設）名称

給 水 方 式 □直結直圧式（  階）、□直結増圧式（  階）、□増圧給水設備猶予（  階） 

計画同時使用水量（L／min） L／min 

計画 1 日使用水量（㎥／日） ㎥／日

A 給水水圧（MPa）〔回答番号   年度   号〕 MPa 

B 直結加圧形ポンプユニットの全揚程（MPa） MPa 

C 給水装置の総所要水圧（MPa）※高さによる損失を含む MPa 

D 末端水栓の余裕水圧（MPa） D＝A+B－C MPa 

注）簡易調査で給水水圧 0.25MPa 以上区域に該当する場合の給水水圧は 0.25MPa とする。 
給水水圧測定調査を実施した場合は回答書に記載された給水水圧を記入すること。

上記のとおり、水理計算により支障なく給水が可能であることを確認しましたので、本確認書を提出

します。

水理計算確認者

給水装置工事主任技術者

免状交付番号 第    号

氏    名  

指定給水装置工事事業者

指 定 番 号 第    号

事 業 者 名

代 表 者

電 話
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年  月  日

□直結増圧式給水（□新設建物・□既設建物）

□増圧給水設備設置の猶予（□新設建物・□既設建物）

（提出先）

横浜市水道事業管理者

給水装置設置場所 横浜市 区 町  丁目
番
番地

号

給水装置設置者

(所有者)の住所・氏名 

住所

電話番号

氏名  

建物管理者（管理人）

の住所・氏名

住所

電話番号

氏名  

お客さま番号

※新設番号は水道局で記入

  －   ～  －   、 － ～  －  

  －   ～  －   、  － ～  －  

  －   ～  －   、  － ～  －  

（法人の場合は、名称・代表者の氏名）

標記の給水方式による給水のために、下記の条件を承諾します。

記
１ 使用者等への周知 

次の事項を理解し使用者等に周知させるとともに、給水についての異議・申し立てを水道局（横浜市）に一切いたしません。

（１）直結増圧給水方式

・ 水道施設の工事等に伴う断水・濁水に対応するため増圧給水設備の操作及びメンテナンスを必要とするときは給水装置設置者（所有者）

又は建物管理者（管理人）の責任で行います。

・ 増圧給水設備及び逆流防止装置の機能を適正に保つため、年 1 回以上の定期点検など必要な維持管理を行います。

（２）増圧給水設備設置の猶予

・ 現時点における給水水圧を考慮して猶予をしているため、当該建物の階数、所要水量、配水管の水圧その他の事情変更により給水上の支

障が生じた場合又はおそれがある場合は、水道局が指定した水道直結加圧形ポンプユニット及び減圧式逆流防止器等を設置します。なお、

その際には、水道局へ給水装置工事の申込を行います。

２ 水道メーター取替時の措置 

  計量法に基づく水道メーターの取替え及び水道メーターの異常等による取替えにあたって、水道局に協力し断水することを承諾します。

３ 共通事項 

（１）停電・故障により増圧給水設備が使用できない場合及び、制限給水時、事故時、水道施設の工事等による、一時的な水圧低下に伴う上層

階での断水や出水不良が生じた場合又はおそれがある場合は、共用の直圧給水栓を使用します。また、その際に損害が生じても水道局に責

任を問いません。

（２）受水槽式のような水の貯留機能がないため、水道局が行う配水管工事等において断水となった場合、水の使用ができなくなることを承諾

します。なお、既設建物で高置水槽を利用する場合についても早期に水の使用ができなくなることを承諾します。

（３）上記給水方式に起因して逆流又は漏水が発生し、水道局（横浜市）若しくは、その他の使用者等に損害を与えた場合は、責任を持って補

償します。

（４）給水装置設置者（所有者）又は建物管理者（管理人）を変更するときは、水道局へ届け出ると共に、変更後の給水装置設置者（所有者）

又は建物管理者（管理人）にこの条件承諾書を継承します。

（５）既設の受水槽下流側の給水設備を使用した場合、これに起因する漏水等の事故について、給水装置設置者（所有者）又は使用者等の責任

において解決するとともに、水道局の指示に従い速やかに改善します。

（６）オートロック式施錠装置等により、メーター設置場所への立ち入りに制限を設ける場合は、各戸メーターの検針や取替え等、水道局の業

務が支障なく行えるよう、当該施錠装置の解錠方法を「施錠装置付共同住宅に係る施錠装置の解錠方法（解錠方法の変更）届出書」により

管理者に届け出ます。

（７）上記各項の他、横浜市水道条例及び同施行規程を遵守します。

（８）上記各項の誓約事項を使用者等に熟知させ、上記給水方式に起因する紛争等については当事者間で解決し、水道局（横浜市）に一切迷惑

をかけません。

工事受付番号  年度    号

条件承諾書
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高置水槽への直結給水に係る誓約書

  年  月  日

（提出先）

横浜市水道事業管理者

給水装置工事申込者

  住所

  氏名

 （法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

工事場所 横浜市    区 町 丁目   号

高置水槽までを直結式とする給水方式を申込むにあたり、次の誓約事項を遵守します。 

１ 高置水槽の貯留機能は受水槽より小さいことから、配水管が断水となった場合、早

期に断水となることを了承します。 

２ 配水管の断・減水及び濁水に伴い給水管のバルブ操作を必要とする場合は、給水装

置工事申込者（給水装置所有者）の責任で開閉操作を行います。 

３ 高置水槽及び給水設備の維持管理は、「横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道

における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」を遵守し、健康福祉局及び各保

健福祉センターの指導に従い適切に行います。 

４ 第三者への譲渡及び使用者等が変更した場合は、本給水方式に係る誓約事項につい

て十分説明し、継承します。 

５ 前各項の誓約事項について、使用者等に周知徹底させ、本給水方式に起因する事故

及び紛争等について、当事者間で解決し、水道局には一切迷惑をかけません。 

工事申請受付番号  年度  号 

番地
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（新設用） 

共同住宅の使用（予定）者名簿 

（注）各階ごと全戸数を、空き室を含めて順序良く記入願います。 

部屋番号 
フリガナ

栓番号 点検順 取付指針 備考 
使用者名 

（備考）直結給水用 
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（既設建物直結給水切替用）

共 同 住 宅 等 の 使 用 者 名 簿

（注） 各階ごとに空き部屋を含めた全戸数を部屋番号順に記入してください。

給水装置工事受付番号   年度 第    号 撤去   切替日    指 針  

受 付 年 月 日   年  月  日 親メーター   ．  ．  

部 屋 番 号 フ リ ガ ナ 旧管区

栓番号

新管区

栓番号
取替日

メーター 指 針

メーター番号 使 用 者 名 旧指針 新指針 使用者確認印

1 この使用者名簿は、各戸検針を行っており、既設各戸メーターを継続使用する場合は不要 
2     は、水道局記入欄、その他は工事事業者等が記入 
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各 戸 メ ー タ ー 等 譲 渡 申 請 書                  

年  月  日

（申請先）

横浜市水道事業管理者

  申 請 者

  住  所

  氏  名

法 人 の 場 合 は
名 称 ・ 代 表 者 の 氏 名

 私は、次の給水装置工事で直結給水への切替えを行うにあたり、

既存の次のメーターについて無償で譲渡します。

給水装置工事

受 付 番 号      
 年度  第  号

受 付 年 月 日       年  月  日

共 同 住 宅      

の 名 称 等      
 区  町 丁目  番地  号

譲 渡 時 期      給 水 装 置 工 事 完 了 検 査 日

1 各戸ﾒｰﾀｰ

2 私有ﾒｰﾀｰ

φ 13 ㎜

  個

φ 20 ㎜

  個

φ 25 ㎜

  個

φ  ㎜

  個

譲 渡 確 定 日       年  月  日

備 考   

（備考）

 既設建物直結給水切替用。
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メーター預り書

年  月  日

（提出先）

横浜市水道事業管理者

提出者（指定給水装置工事事業者）

指定番号  第         号

住   所

事業者名

代  表 者

電   話 （ ）

メーターを次のとおり受領しましたので提出します。

給水装置工事受付番号  年度  第  号

受 付 年 月 日          年  月   日

工 事 場 所          区 町 丁目  番地  号

申 込 者 住 所          区  町 丁目  番地  号

建 物 の 名 称         

申 込 者 氏 名         

受 領 メ ー タ ー          
φ 13 ㎜

 個

φ 20 ㎜

 個

φ 25 ㎜

 個

φ  ㎜

  個

メーター番号

φ ㎜

φ ㎜

φ ㎜

（備考）

 既設建物直結給水切替用。
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メーター設置届出書

年  月  日

（届出先）

横浜市水道事業管理者

届出者（指定給水装置工事事業者）

指定番号  第         号

住   所

事業者名

代  表  者

電   話     （    ）

  年   月   日に受領しましたメーターは、次のとおり設置しまし

たので届け出ます。

メ ー タ ー 設 置 場 所          区  町 丁目  番地  号

建 物 の 名 称         

給水装置工事申込者

受 付 番 号       

メーター設置年月日  年  月   日

（備考）

 既存建物直結給水切替用。
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加 入 金 控 除 申 請 書

年   月   日

横浜市水道事業管理者

申込者  住 所

（給水装置撤去者）

 氏 名

  電 話    （ ）

工事受付番号（撤去）  年度  第   号

工 事 場 所（撤去）  区   町 丁目  番地  号

指定給水装置工事事業者 住 所

 会社名

 代表者

 電 話    （    ）

 担当者

新 設 工 事 場 所  区   町 丁目  番地  号

加入金充当額   円
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第 15 号様式の 2（第 21 条の 4）

横浜市水道条例第 35 条の 2 第 1 項の規定による給水申込書

  年 月 日

（申込先）

横浜市水道事業管理者

住   所
申込者 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

氏   名
法人の場合は
名称・代表者の氏名

次のとおり横浜市水道条例第 35 条の 2 第 1 項の規定による給水を申し込みます。

給 水 場 所

使 用 予 定 水 量 １  日 立方メートル

使 用 開 始 予 定 年 月 年 月

給 水 方 式

建築・宅造許可番号 第 号

建

設

計

画

内

容

種 別
建設戸数又は  
床    面    積 使用人数

水洗便所  
の  有  無 備   考

一 般 住 宅
（戸）（㎡） （人）

事務所、店舗

学校、病院、 
研 究 所

ホテル、旅館

工 場

公 衆 浴 場

その他の施設

（注意）関係図書を添付してください。

（Ａ４）

112



開発行為に伴う給水施設、設置の協議申請書

 都市計画法第３２条の規定により次のとおり開発行為に伴う給水

施設の設置について協議願います。

年 月   日

（申請先）

横浜市水道事 業管理 者

住 所

申請者 氏 名

ＴＥＬ

開

発

行

為

の

概

要

事 業 主

施 工 地 区

設 計 者
担 当 者

Ｔ Ｅ Ｌ

施 工 者
担 当 者

Ｔ Ｅ Ｌ

都 市 計 画 の 地

域 ・ 地 区 等

工 期 着 手 年   月 完 了 年   月 備 考

給

水

施

設

開 発 面 積 ㎡ 開 発 目 的

最 高 地 盤 高 ｍ 最 低 地 盤 高 ｍ

計 画 戸 数 戸 計 画 人 口 名

建 築 物 の 用 途
一 日 当 り の

最 大 給 水 量
ｍ 3 / d a y  

新 設 管
ｍ ｍ の 管 ｍ  屋 内 消 火 栓 基

屋 外 消 火 栓 基

添付図面 １ ．案内 図 ２．   ３ ． ４ ．   ５．
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給水装置工事（修繕工事）届出書 

年 月 日 

（ 届 出 先 ） 

横浜市水道事業管理者 

受付年月日 年  月 日 

工 事 場 所 区 

お客様番号 
区 管区 栓 番 号 

給水装置の 

所 有 者 

住所 

氏名 

（届出者） 

指定給水装置 

工事事業者 

指定番号 第  号 

住 所 

事業者名 

代 表 者  

電 話 （  ） 

主任技術者確認欄 

右のとおり確認しました。 

免状交付番号 第  号 

主任技術者名 

給水装置の構造・材質 

（水道法施行令第 6条） 

確認年月日 

年  月  日 

工 事 施 工 日  年   月   日 
漏水に伴う 

水道料金の減額の申請 

□ 要

□ 不要

工 事 内 容 （※給水装置工事完成図面を添付していただく場合があります。） 

※この届出は、給水装置工事(修繕工事)を施工した場合が対象となります(国土交通省令で定める

給水装置の軽微な変更を除きます)。

なお、横浜市内で上記の工事を施工する場合は、横浜市水道事業管理者の指定を受けている給

水装置工事事業者でなければ施工することはできません。

国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更や受水槽以下の給水設備の修繕で漏水減額の申請

をする場合は、別に定める様式「漏水に伴う使用水量認定申請書」を、当該の区を所管する水

道事務所へ提出してください。

114



施錠装置付共同住宅に係る施錠装置の 

解錠方法（解錠方法の変更）届出書 

   年    月    日 

（届出先） 

横浜市水道事業管理者 

 届 出 者   住     所 

（管理人等）  氏     名 

 法人の場合は、 

 名称・代表者の氏名 

電話番号     （   ） 

次の共同住宅等に係る施錠装置の解錠方法（解錠方法の変更）について届出します。 

所 在 地 区       町 丁目      番地    号 

建 物 の 名 称  （  階建） 

解 除 方 法 

（該当する項目を〇で囲み必要事項を記入してください。） 

１   Ｉ Ｄ（暗証）番号   

２  キーボックス番号

３  管理人が対応    常駐 ・ 巡回 

４  居住者が対応  棟    号室  （℡    －         ） 

５  その他（管理人等）   （℡    －         ） 

※この届出は、各戸メーターの検針や取替え等、水道局の業務が支障なく行えるよ

う、当該施錠装置の解除方法を提出していただくものです。 
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○給水装置工事前の基本調査

（事前調査及び現場調査）

○給水装置工事申込・施行承認

申請書、設計図面作成及びそ

の他提出図書の確認及び作成

○掘削許可の確認、警察署に

「道路使用許可申請書」を申請

○関係監督官庁及び関係企業等

への届出

○金融機関へ手数料、工事費を

工事着手前に納入

○口径 75mm以上のメーター設置

の場合、事前協議

○分岐穿孔工事

（主任技術者は分岐等技能を

有する者を指名）

○分岐穿孔工事完了等の連絡

（現場工事完了）

○主任技術者による竣工検査

○給水装置工事完了届、完成図

面作成及びその他提出図書の

確認及び作成

（主任技術者は施工内容のと

おり完成図面が作成されて

いるか確認）

○主任技術者立会い

○申請者へ工事完了引渡し

給水装置の管理区分の説明

事前調査

給水装置工事申込み

掘削許可日の問合せ

領収書（納通）提示又は給水工事受付セ

ンターでの納入済を確認
（口径 75mm 以上及び掘削を伴う工事）

道路使用許可（期間・許可番号）

メーターの設置に係る

代用管の借り受け

完了検査日連絡調整

完了検査前日までに
手数料、加入金の収入の確認

完了検査

工事費精算（追徴・還付） 

指定給水装置工事事業者 給水工事受付センター 

埋設管調査 
設計相談

事前打ち合わせ等

給水装置工事申込・施行承認
申請書審査、手数料、工事費、
加入金算出

道路占用（掘削）許可申請

→ 公道掘削がある場合

加入金納入通知書作成

手数料・工事費納入通知書

作成

給水装置工事申込・施行承認

申請書決裁

納入通知書発行

口径 75mm 以上のメーター設

置の事前協議

完了届審査

最終審査

工事費精算

給 水 装 置 工 事 フ ロ ー 

水道事務所 

工事打合せ

分岐穿孔工事立会い

（立会いが必要な場合

のみ）

完了検査日連絡調整

完了検査

メーター設置

栓番付与

事前相談

工事打ち合わせ 
分岐・穿孔工事日の連絡調整

連絡等
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